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午前９時36分 開議  

  開議の宣告 

○議長（遠山利美君） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は18人であり、定足数に達しております。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、配付のとおりです。 

 鍔本議員に申し上げます。 

 鍔本議員におかれましては、インターネットのホームページ「本巣動画ネット」上で６月８日開

催の本巣市議会本会議の音声データを公開されております。議場内に使用することを目的に録音機

を持ち込むことは禁止されております。会議規則第146条の規定に違反いたします。今後、このよ

うな行為は行わないように注意をいたします。 

 まず初めに、私のほうから御報告申し上げます。 

 ６月８日に御審議いただきました請願第１号については起立による採決を行ったところでありま

すが、私より委員長報告のとおり不採択とすることに賛成の方の起立を求めたところ、起立少数で

ありました。その後、「委員長報告のとおり不採択とすることに決定しました」と誤った宣告をし

ました。正しくは「原案のとおり採択することに決定しました」でありますので、おわびを申し上

げ、訂正いたします。会議録においてもその旨を訂正して記載することにいたしますので、御報告

申し上げます。 

 また、議案第60号の表決の際、２名の方が棄権されました。この２名の方の本会議場の入退場に

ついて、会議録調製上、状況を明らかにする必要があるため、入退場の動き等を記載することにい

たしましたので報告いたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 はい。 

〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 

 写真の許可について申し上げます。議会だより編集のため、議場内及び一般質問の場面を議会書

記が撮影することを許可しておりますので、御報告いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（遠山利美君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 静かにしてください。 

 本日の会議録署名議員に、会議規則第81条により、議席番号６番 髙田文一君と７番 髙橋勝美

君を指名いたします。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第２ 一般質問 

○議長（遠山利美君） 

 日程第２、市政一般に対する質問を行います。 

 16番 大西德三郎君の発言を許します。 

〔「議長、２番、鍔本規之」と２番議員の声あり〕 

 はい。 

○２番（鍔本規之君） 

 一身上の弁明をお願いいたします。 

○議長（遠山利美君） 

 弁明はだめです。 

○２番（鍔本規之君） 

 今、議長より注意をされましたので、そのことについて……。 

○議長（遠山利美君） 

 許可しません。 

○２番（鍔本規之君） 

 許可しない……。 

○議長（遠山利美君） 

 はい、弁明は許可しません。 

○２番（鍔本規之君） 

 議会の中において一身上の弁明は……。 

〔「勝手な発言は許さない」と呼ぶ者あり〕 

○議長（遠山利美君） 

 許可しません。 

 暫時休憩します。 

午前９時39分 休憩  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午前９時39分 再開  

○議長（遠山利美君） 

 再開します。 

 大西議員、登壇してください。 

○１６番（大西德三郎君） 

 おはようございます。 

 一般質問をやる前に、今ちょっとざわざわしましたのであれですけど。 

 いずれにいたしましても、台風４号におきましては、本巣市においては余り被害がなかったとい
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うように伝わっておりますし、その一方、全国各地でいろんな災害が起きておるということで、そ

の地域の被災者につきましては、本当に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。 

 それでは、２点通告してありますので、順次質問をいたします。 

 今回の質問におきましては、去年の12月議会におきまして一般質問をしたときに東海環状自動車

道によるまちづくりということを12月議会に質問しておりまして、それの継続になるかなと思って

おります。 

 私自身は真正地域に住んでおるということで、特に真正地域についてのまちづくりというか、そ

のような観点から、道路関係について２点をお尋ねいたします。 

 今、岐阜関ケ原線４車線化の整備ということで、これは間近ないろんな問題があるということな

んです。主要地方道岐阜関ケ原線は、東海環状自動車道、大野神戸インターへのアクセス道路とい

うことであります。先ほどもちょっと申し上げましたけど、東海環状自動車道におきましては、こ

の９月に大垣西インターまで完成、また2020年までの全線開通ということを逆算しますと、大野神

戸インターは３年先には完成されるであろう。糸貫インターは５年、６年先には完成するというふ

うな、逆算しますとそのようなことになってくるかなと思っております。 

 そのようなことから、特に大野神戸インターへの岐阜関ケ原線がアクセス道路でもあり、また主

要な地方道、県道であるということは疑いのないところでありますけど、我々、特にその地域に住

んでおるということで特に関心が深いわけであります。 

 道路沿線には、それぞれ大きなショッピングセンター、またこの前におきましてはヤマダ電機が

開店したり、また今、リバーサイドモールがあのような形になりましたけど、日本で最大のショッ

ピングモールを運営するような、そういう大きな会社があの跡にできるようなことを、そのように

聞いております。 

 そのようなことから、その岐阜関ケ原線という道路は非常に、また再確認というか、需要度がま

すます多くなってくるのではないかと思います。あそこの道路におきましては、我々はもちろんで

すけど、岐阜市の西部、また瑞穂市もそうでしょうし、大野神戸インターへ入っていく、またその

周辺の商店に、また大型の店に買い物等へ行く、そんな重要な道路になるかなと思っております。

本当にこの岐阜関ケ原線については、本市のまちづくりの核となるような道路であるかなと思って

おります。 

 現在、見ておりますと、根尾川大橋を完全に４車線ということで、工事がもうすぐで終わろうか

なと、９月までに終わると思いますけど、根尾川大橋、また周辺の道路をやっており、また軽海地

域におきましても工事にかかってきておるということで、将来期待するわけでありますけど、そこ

で、問題点というか、お聞きしたいのは、これ１、２と書いてありますけど、関連がありますので

２つとも一緒に続けてお聞きします。 

 県道でありますので、県では岐阜関ケ原線の４車線化に向けて順次計画的に整備を進めていただ

いておりますが、今後の整備計画についてを尋ね、またこの区間には樽見鉄道との交差点がありま

すので、その交差点におきましては、特に我々真正町の時代からも、また今現在も住民の皆さんか



－３７－ 

らは、平面交差でぜひとも整備を進めてほしいという強い要望があるわけであります。そのような

ことで、どのような方向というか、どのような計画、またどのような考えをされているか、お尋ね

をいたします。 

○議長（遠山利美君） 

 ただいまの質問についての答弁を産業建設部長に求めます。 

 産業建設部長 大熊秀敏君。 

○産業建設部長（大熊秀敏君） 

 それでは、ただいまの御質問についてお答えをさせていただきます。 

 主要地方道岐阜関ケ原線は、本巣市南部地域と岐阜市、西濃地域を結び、本巣市の産業・経済に

欠くことのできない重要な路線で、東海環状自動車道（仮称）大野神戸インターへのアクセス道路

としても重要な路線となっております。 

 県によりますと、当路線の４車線化事業は平成８年度より着手し、本巣市内4.6キロメートル区

間のうち、軽海から根尾川大橋までの約2.4キロ区間を第１期工区として集中的に整備を進め、こ

とし８月末の完成を目標に工事が進められております。また、昨年度から第２期工区として宗慶か

ら軽海までの約2.2キロメートルでも一部工事着手しております。しかし、残る区間は、樽見鉄道

との交差や用地買収ができていない箇所もありますので、引き続き用地買収に努めるとともに、踏

切部の構造について関係機関と協議を進め、早期に完成できるよう進めていくと聞いております。 

 次に、道路と鉄道の交差につきましては、道路法や踏切道の拡幅に係る指針で基準が設けられて

おり、踏切道の平面交差につきましては、２車線までの道路しか認められていない状況です。この

ため、県では今後の道路の交通量や渋滞状況、鉄道の運転実績などを勘案した踏切部の構造につい

て国土交通省や鉄道事業者など関係者と協議を進め、早期に４車線化整備ができるような手法を検

討すると聞いております。 

 市といたしましては、安全で円滑な道路・鉄道交通に配慮しつつ、早期の整備が必要と考えてお

り、県が行う関係者との協議、検討経過を注視するとともに、引き続き早期整備を要望してまいり

たいと考えております。どうぞよろしくお願いします。 

〔16番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 大西君。 

○１６番（大西德三郎君） 

 産建の部長から、今、答弁をお聞きしました。特に今一番の重要な問題は、多分樽見線の交差で

あります。先ほども言いましたけれど、地域住民というか、真正町時代から、とにかく平面交差で

なければ困るということで、それが立体交差というようなことになれば、周りは死に地になるとい

うことで、特に平面交差でということをずうっと要望というか、そういうこともありますし、願い

もずうっと続いておるわけなんです。 

 そこで、市長にちょっとお尋ねします。 



－３８－ 

 12月のときにも樽見鉄道についても質問しまして、樽見鉄道はできるだけ存続される、最終的に

は存続できるものなら存続したほうがいいというようなことを質問しており、また市長もそのよう

なことを答えられたと思いますけど、現在、今の岐阜関ケ原線の交差を見ておりますと、樽見線が

上下線合わせて19本ですから38回、そこの交差を樽見線が通ります。それで、遮断機が１回１分お

りておるということになりますと、１日24時間のうち38分遮断機がおりておるということでありま

す。先ほどの産建の部長の答弁からいうと、なかなか厳しいようなことを、４車線にするというこ

とは難しいというようなことを、県を通じてそのような回答が来たということでしょうけど、今言

いましたように、１日24時間のうち38分遮断機がおりておるだけだと、そのようなことを考えると、

どうしてもその38分のために、もちろん整備するには高架にしたり、またアンダーにしたりすれば、

倍、３倍というような費用がかかるわけでありまして、その費用対効果もいかがなものかなという

ことも思いますし、西の神戸町の近鉄養老線については高架で整備されるということは、それも聞

いておりますけど、あそこの路線については車両も２両、３両編成ということで、また乗客も多い

ということで、十分そのようなことは理解できるわけですけど、我が樽見鉄道につきましては、１

両の、しかもレールバスということで電車でもないということもありますし、ましてや貨物輸送は

なくなったということで、本当にレールバス一本が１日38回通るということで、そのようなことか

ら、我々地元の者といたしましては、どうしても平面交差でいってほしいと、本当に強くそのよう

に思うわけです。そのようなことから、市長の考えをちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（遠山利美君） 

 市長 藤原勉君。 

○市長（藤原 勉君） 

 岐阜関ケ原線と交差する樽見鉄道の部分の御質問がございました。12月のときにもそういう関係

もございまして、樽見鉄道の関連でもお話、回答して、今、大西議員の御指摘のとおりでございま

すけれども、樽見鉄道との交差部分というのは、やはり国の国土交通省、旧の運輸省のころから基

準というのを持っておりまして、先ほど産業建設部長がお答えしたように、２車線のときには平面

交差、４車線、それ以上になりますと立体交差をというのが基本になっております。そういったこ

とから、今、議員のほうからお話がございましたように、近鉄の揖斐線のほうも岐阜関ケ原線と交

差する部分は、既に立体化で進んでおるというお話も聞いております。 

 ただ、先ほど来、お話がありますように、この近鉄の揖斐線と樽見鉄道というのは列車の本数、

それから乗降の数も、単純に申し上げますと10倍ぐらい違う路線でございまして、それと同じよう

に今後もこれは考えていかなきゃならない問題かどうかというのは、やっぱり再考の余地があるだ

ろうというふうに思っております。 

 私どもも、可能ならば平面交差でぜひそういうことができるならやっていきたいなという思いを

していますけど、ただ、平面交差というふうになりますと、以前に名鉄電車が島の岐阜環状線の４

車線のところで平面交差をいたしました。そのときには前後で信号で操作をするという形で列車と

信号機と連結させてコントロールしておったというような状況もありまして、そういう方法がもし
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とれるなら一番ベストかなと思っています。 

 そして、その際に、今の道路等と鉄道の状況を見てみますと、どこの時点でその信号で入ってく

るのを操作するかというのが、今の道路のすぐ手前に、東側のほうはすぐ手前に南から道路が来て

おります。そして、そこへ入ったら、踏切までの間がちょっとしかないというようなことで、黄信

号とか赤信号でもし突っ込んで入って、その後、そこに車の待つ場がないというようなことも多分

想定されるだろうというようなことで、信号操作をするにしても、多分道路構造の問題等々も含め

て検討していかなければならない。そう簡単に進む話ではないだろうなという思いもいたしており

ます。立体にすればそういったものはすべて解決するわけですけれども、ただ、運行状況等々を見

て、そして将来の今の土地の利用ということを考えたときには、我々としては、できれば平面が私

は一番、できるならばそれが望ましい方法である。ただ、国土交通省、いわゆる旧の運輸省のほう

の基準からくるとなかなか厳しい、そういう問題もありまして、私自身もどういう方法がとれるか、

これからいろいろと、先ほど部長がお話し申し上げましたように、県としっかり協議する中で、私

は、また地元の希望なども申し上げながら、できる限りそういうものに近づけられるような努力は

していきたいなというふうに思っております。 

〔16番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 大西君。 

○１６番（大西德三郎君） 

 市長におかれましては、一定の理解をしていただいたかなと、そのようにちょっと思っています

けど、あそこの交差についていろいろ頭の中で描いておりますと、ちょっと皆さんに笑われると思

いますけど、漫画的なことを申し上げれば、レールバスであると、レールの上を走っておるバスが

樽見鉄道かなと。だから、バス路線と岐阜関ケ原線の交差であるというようなことを考えれば、よ

しかなというふうに思ったりもするわけですね。だから、何を言っておるかというふうなことを皆

さん思われるかもわかりませんけど、そんなようなことを考えれば、何もそう、それは鉄道法とか、

いろんな法律があることは前から承知しておりますけど、そのようなことを考えれば、１日38分、

遮断機がおりるということだけを考えれば、もっとできるのではないのかなというふうに本当に思

ってしまうわけで、今の市長のお答えをお聞きしまして、市長も県に太いパイプを持っていただい

ておるということから、これからいろんなところにお願いしていただいたり、要望していただいた

りなんかして、ぜひとも平面交差でなし得るように、市長におかれましても努力をしていただきた

いなと、そのような要望を申し上げて、この質問は終わります。 

 次に第２点、県道網の整備ということであります。整備というか再編というふうにうたっていま

す。再編というのは私の勝手な考えで、つけかえをできないものかということを思っておるわけで

す。 

 本市のまちづくりを進める上で、現在、県道は生活道路、市道は幹線道路になっているところが

あると思います。地域住民からいろいろ要望がありますし、我々、いろんなことを行っておるわけ
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ですけど、県におかれましては、予算がない、また新たな工事は着手できないというようなことか

ら、県道整備ができないところが多いのも事実であります。 

 また、逆に市長のことから言いますと、今、合併支援道路ということで、西部連絡道については

合併特例債という補助金のもとであのように整備が、今もしておりますけど、できてきておると。

市道を大幅に改良していくというふうにおきましては、この本巣市のような小さな市の予算では大

幅な改良工事ができないということなどから考えますと、やっぱりここは発想を変えてみてはどう

かなと、そのようなことを思うわけであります。 

 あと、下に書いてありますのは真正地域のことでありますけど、一般県道159号線、私の家の前

を通っておりますけど、北方真正大野線と市道3081号線、これは通称、高専道路と言っております。

また、一般県道170号線（田之上屋井線）と市道1001・1002号線、これは根尾川左岸堤防道路であ

りますけど、それぞれ並行して道路が走っております。先ほど言いましたように、県道と市道を再

編、つけかえをして、生活道路は市道、幹線道路は県道へとし、将来のまちづくりへの一役となる

ことを提起いたしたいと思いますが、いかがなお考えでしょうか。 

○議長（遠山利美君） 

 答弁を産業建設部長に求めます。 

 産業建設部長 大熊秀敏君。 

○産業建設部長（大熊秀敏君） 

 それでは、ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。 

 市道1001号線、それから1002号線、通称、根尾川左岸堤防道路でございますが、一部で２車線確

保できない区間もございますが、交通量も多く、本巣市と大垣市方面を結ぶ幹線道路として利用さ

れております。従前より、岐阜県に対し県道認定を要望しているところでございます。 

 一方、これと並行いたしております県道田之上屋井線は、交通量も少なく、多くが幅員の狭い集

落内の生活道路的な道路であるため、今後、県道田之上屋井線の市道への受け入れも念頭に入れた

県道路網の再編を岐阜県に対し要望してまいりたいと考えております。 

 また、市道3081号線、通称、高専道路でございますが、県道北方真正大野線への読みかえにつき

ましては、政田地内での交差点改良工事の実施中であり、現段階では岐阜県に対して要望は行って

おりません。 

 今後、本巣市にとってのメリット・デメリット等を検討し、県道網の再編を要望するかどうかを

検討するとともに、県道北方真正大野線の必要な改良につきましては、要望してまいりたいと考え

ております。 

〔16番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 大西君。 

○１６番（大西德三郎君） 

 ありがとうございました。 
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 縦道というか、南北の道、田之上屋井線と根尾川の左岸堤防、今の部長の、これはもっと糸貫の

ほうへ延びておるわけでありまして、これが根尾の左岸堤防は県へ申請しておるというようなこと

でありますし、田之上屋井線については私の意向に沿ったようなことをされようとしておるという

ことで、よしかなというふうに思っております。 

 また、東西を行く道ですけど、北方真正大野線、我が家の前を走っている道でありますけど、こ

れは政田交差点の道路改良ということで、今年度、24年度でほぼ完成するというふうになってきて

おりまして、大変喜んでおりますし、感謝申し上げるところであります。 

 しかしながら、この北方真正大野線につきましては、私が真正町議員になってから十五、六年お

りますけど、十五、六年してやっとできるのかなと。もっと先人の人たちのことを考えると、30年

ほど前から、あそこの政田交差点の改良の要望というか、そういうことを提起した人が我々の先人

の皆さんも、たくさん見えたわけです。それが30年して、やっと今年度、24年度でほぼ完成すると

いうふうになってきたわけでありまして、今、この県道の改良につきましては非常に時間がかかる

ということで、地元の皆さんにもおしかりを受けながら、ずうっと進めてきておるわけですけど、

そのようなことから、この北方真正大野線については、政田交差点がほぼ終われば、西のほうの神

明地域なんかは多分できないということで、ほぼ道路改良が終わるのかなと思っておるわけで、そ

のようなことから、あと部分的なことは少しずつやっていただけるのかなと思いますけど、やっぱ

り市道にして、市が少しずつやっていけばいいのかなというふうに思ったりするわけです。 

 それで、先ほど言いましたように、今言った高専道路は、一本ずうっと通っておりますので、や

っぱり向こう側は幹線道路であるということで県にお願いして、本当にいざといった、そういう幹

線道路としてのふさわしい道路改良ということは、やっぱりそういうことは県にやっていただくと、

そういう発想に変えていったほうがいいのではないかということで今回質問しておるわけです。 

 今、余り県の悪口を言ってはあれですけど、先ほども言いましたけど、田之上屋井線の清水地域

の舗装が非常に悪いということで、なかなか県も要望しても、継ぎはぎというか、ばんそうこうを

当てるような舗装工事ばかりするわけですね。その南の、真正町時代には中央通りと言っておりま

したけど、真正分庁舎の南の東西の道、あそこは真正の老人福祉センター、また保健センター前の

あたりから西へ全面的に市が産業活性というか、そういうようなことで全面舗装を２年ほど前にし

たわけです。そのときにある人から言われたのは、この道路はそんなに、ある程度はそれは傷んで

おるということはわかりますけど、そんな全面舗装するような、そのような状況にはないのではな

いかと。逆に、あそこは交差しておりますので、田之上屋井線についてはあそこがぼろぼろである

と、こっちを全面舗装して、こっちは部分的に直してもいいのではないかということで、そういう

質問をされたことがあったわけです。そのときに私もお答えするのが非常に苦しかったというか、

そういうことがありましたということが事実でありますけど、そのようなことから、今回、このよ

うなことを言っておるわけでありまして、あくまでこれ、先ほどありましたけど、提起をしておる

ということで、今後いろんな、今、真正地域のことだけを言いましたけど、これが糸貫地域、また

本巣地域もあるかもわかりませんけど、そのようなことから、県道と市道の再編ということで一回
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検討をしていただきたいなと、そのようなことを思って質問を終わりたいと思います。 

○議長（遠山利美君） 

 答弁はいいですか。 

○１６番（大西德三郎君） 

 いいです。ありがとうございました。 

○議長（遠山利美君） 

 続きまして、18番 鵜飼静雄君の発言を許します。 

○１８番（鵜飼静雄君） 

 それでは、通告順に質問をいたします。 

 まず第１点目は、本巣の留守家庭教室についてであります。 

 本巣地域の留守家庭教室は、現在、本巣小学校の体育館３階で実施しています。今は多くの子供

が利用しておりますけれども、開設当初は利用者が少人数だったために、当座の対応として現在の

場所で実施されたのではないかというふうに思っています。しかし、体育館の３階という状況を考

えてみたときに、災害時の避難など防災対策の面で不安があります。また、例えばトイレは１階し

かありません。１年生、２年生、そういった子供がトイレへ行きたいというときに、１人、２人で

１階までおりていくわけですね。そういったときに、先生がその都度付き添っていくというわけに

もいかない状況にあります。こういうことから、子供たちの安全という点からも心配されるところ

であります。 

 ほかの地域の留守家庭教室が整備されてきました。本巣地域の留守家庭についても、あり方を見

直す必要があるんではないかというふうに思っています。市としてのお考えをお伺いします。 

○議長（遠山利美君） 

 答弁を健康福祉部長に求めます。 

 健康福祉部長 林正男君。 

○健康福祉部長（林 正男君） 

 それでは、ただいまの御質問にお答えさせていただきます。 

 本巣留守家庭教室につきましては、合併以前より本巣小学校体育館の３階で実施されてきました

が、災害に備えるために、日ごろから地震及び火災等に対する避難訓練を実施してまいりました。 

 しかしながら、近年、利用者が増加し、施設が狭いという問題が発生しつつあるため、施設につ

きましては、小学校の空き教室等も考慮しつつ、今後、可能な限り早期に検討していきたいという

ふうに考えております。 

〔18番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 鵜飼君。 

○１８番（鵜飼静雄君） 

 今の答弁で結構でございますが、この間、今の状況の中でも現場へ行きますと、市としていろん
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な対応をしてもらえて、より使いやすくなってきたということで感謝はされておりました。けれど

も、根本的なところでやっぱり改善をしていく必要があるということで、今回、取り上げました。 

 今、答えがございましたように、可能な限り早期に対応してほしいし、その計画を早急に立案し

てほしいというふうに思います。 

 ２つ目でありますが、財団などの統合についてであります。 

 これについては３月議会で道下議員も取り上げておりますので、今回は念押しという意味もあり

まして、改めて質問をさせていただきます。 

 財団の中でも、特に桜交流ランドとうすずみ特産については、いずれも厳しい経営状況にありま

す。その改善のために、例えばうすずみ特産では、今回、事業の内容の報告を受けましたけれども、

24年度の今後の対応として４項目上げています。残念ながらこの内容は、去年と全く一字一句変わ

らず、一緒であります。毎年そういう状況だということも頭に置きながら、その第１番目に特産品

の研究開発、商品化という項目を上げています。けれども、施設を含めた今の状況の中では、この

特産品の研究開発、商品化ということは困難ではないかというふうに思っています。統合すれば、

そうした施設面からも、あるいはまたほかの人事面からも、より効果的な運営、また方向性が出て

くるんではないかというふうに思います。統合そのものは既定方針だというふうに思っていますけ

れども、これも可能な限り早期に統合するのが望ましいというふうに思っています。そのための手

だて等について、市としてのお考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（遠山利美君） 

 答弁を副市長に求めます。 

 副市長 青木一也君。 

○副市長（青木一也君） 

 それでは、財団等の統合についてお答えさせていただきます。 

 財団法人ＮＥＯ桜交流ランドと株式会社うすずみ特産におきましては、売上対策や経費の削減に

努めているところでございますけれども、平成23年度事業活動収支ベース及び損益計算ベースにお

きまして、それぞれ赤字決算となっており、厳しい経営状況となっております。 

 両団体の管理施設、事業内容を考えますと、統合することによりまして一体的な施設運営及び効

率的な人員配置や材料の仕入れなどを行うことができるため、経営改善が期待できるものと考えて

おります。 

 第２次本巣市行財政改革大綱実施計画におきましては、出資法人等の経営改善の推進に向けた取

り組みといたしまして平成27年度に統合を行う計画としておりますが、施設の整備を含め統合の手

法について検討し、できるだけ早い時期に統合できるよう考えてまいりたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。以上でございます。 

〔18番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 鵜飼君。 
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○１８番（鵜飼静雄君） 

 27年度と言わずに、できるだけ早く統合したいという方針で結構でございますが、もし今の段階

で可能ならばお答えをいただきたいと思いますのは、それに向けて、今年度とは言いませんけれど

も、来年度も含めて、どのあたりからこのための内部での調整、研究、計画づくりということを取

り組んでいかれるのか、今の段階で言えればお願いします。 

○議長（遠山利美君） 

 副市長 青木君。 

○副市長（青木一也君） 

 ただいま具体的にどの段階から検討を進めるのかといった御質問でございますけれども、できる

だけ早期ということで、研究は早い段階から進めてまいりたいと思っておりますが、両団体とも一

つのめどとして指定管理が来年度、平成25年度末ということで今お願いしておりますけれども、そ

ういったところも目安に置きながら、検討は進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

〔18番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 鵜飼君。 

○１８番（鵜飼静雄君） 

 １番、２番は問題提起でありますので、そういうことで結構です。 

 では、３つ目の長良糸貫線についてお伺いいたします。 

 東海環状自動車道の先が見えてまいりました。それに伴って、整備されるべき長良糸貫線の現状

及び今後の見通しについてどうなのか、お伺いをいたします。 

○議長（遠山利美君） 

 答弁を産業建設部長に求めます。 

 産業建設部長 大熊秀敏君。 

○産業建設部長（大熊秀敏君） 

 それでは、長良糸貫線についてお答えを申し上げます。 

 都市計画道路長良糸貫線は、岐阜市若竹町の国道256号から本巣市屋井までの11.7キロの都市計

画道路でございまして、本巣市内では約4.9キロが都市計画決定をされております。本巣市内では、

国道157号交差点付近約200メートルが暫定２車線で一部改良されているのみで、その他は未改良の

状況でございます。 

 県にお伺いしますと、平成32年度の東海環状自動車道の整備に向けて、岐阜市内では（仮称）岐

阜インターへのアクセス道路として、岐阜市正木から折立までの約1.1キロメートルがインター供

用時期の完成を目標に整備が始まっています。 

 また、本巣市内では、（仮称）糸貫インターの供用時期を目標に157号と長良糸貫線の改良が予

定され、糸貫インター周辺の混雑緩和を図るための対応策を検討されており、昨年度から一部地形
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測量に着手していただいておるところでございます。 

 しかしながら、岐阜市折立から本巣市屋井までの間は、本巣市の157号交差点部を除き、現段階

では事業着手の予定はないとのことでございました。 

 市といたしましては、引き続き、岐阜県に対して長良糸貫線の改良促進とインター周辺の渋滞緩

和対策を強力に要望してまいりたいと考えております。 

〔18番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 鵜飼君。 

○１８番（鵜飼静雄君） 

 この長良糸貫線の都市計画決定がされてから、約30年になります。市民、特に関係地域の住民に

とっては、一体どうなっているのか、どうなっていくのか、非常に不安な、あるいは心配をされて

いる。時々聞かれても、断定的にこうなっています、こうしますというふうには言えない状況が、

残念ながらまだまだあります。 

 今、議会でこうして質問すると、今は少なくとも現状はこうだよという話はわかりますけれども、

それが市民、特に関係地域の人たちに何らかの形でわかるような、少なくとも今こうなっています

よ、今こういうふうに取り組んでいますよということが知られるような対応もあわせて考えてほし

いというふうに思いますが、その点の気持ちだけお伺いします。 

○議長（遠山利美君） 

 産業建設部長 大熊君。 

○産業建設部長（大熊秀敏君） 

 長良糸貫線につきましては、改良の促進協議会等がございまして、県への要望等、今まで行って

きております。 

 市民の皆様につきましては、去年行いました三橋の交差点付近につきましては、東西南北およそ

200メートル程度でございますが、地権者の方に御案内等を出しておるところでございますが、そ

のほかのところについては、その御存じないというのが現状だと思います。 

 おっしゃるとおり、どんな形でお伝えしたらいいのかにつきましては、例えば促進協議会等の活

動報告を広報に載せさせていただくとか、そんなことを検討していきたいと考えておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

〔18番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 鵜飼君。 

○１８番（鵜飼静雄君） 

 結構でございます。 

 では、４番目と５番目に入りますが、４番目と５番目は基本的に、いわば国の政治の問題ではあ

りますけれども、それが直接地方の行政にもかかわってくる部分が大きいというふうに考え、今回
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取り上げました。 

 ４番目に上げておりますのは、子ども・子育て新システムについてであります。 

 今の国会の状況を見ておりますと、これもどうなっていくか、ようわからんというような状況は

ありますけれども、ただ、いずれにしても、こうしたことがやられていくとどうなっていくかとい

うことをまず認識していくことが私たちにとって必要だし、それが問題であるというふうに思えば、

そのことについて声を上げていくことも必要だろうというふうに思って質問をいたします。 

 今、国が進めようとしております新システムで一体保育や保育園がどうなっていくのか、不安が

広がっています。その問題点というのは幾つかあると思いますが、特に３点だけ上げるとするなら

ば、１つ目は、これが最大の問題だというふうに思っていますけれども、現在、児童福祉法第24条

では、保育は市町村の義務となっています。この市町村の義務を削除して、保育を確保するための

措置を講ずるというふうに改定をするという方向が出されています。これは、保育に対する市町村

の責務を後退させるものというふうに言わなければなりません。また、その結果として公契約の問

題です。公契約、俗に言いますと、保護者が自分の子供を入れる保育所を自分で探さなければなら

ないと、そして自分で契約をするという形になってまいります。 

 さらに、３つ目には、保育の市場化というのを進めようとしています。国の方針では株式会社な

どの参入を認め、拡大するために繰り入れや剰余金の配当に関する法的な規制は行わないという、

株式配当も認めるというふうになっています。これでは、利益を上げるために保育の質が低下して

いくんではないかという懸念を持たれるのも当然だというふうに思っています。 

 このことは、直接的に、今、市の行政にかかわりはないかもしれませんけれども、ただ、特に１

番、２番で申し上げた点については、市の保育行政にも大きなかかわりが出てまいります。新シス

テムに対する市長の見解をお伺いしたいというふうに思います。 

 また、保育に対する市の役割は、新システムがどうなろうと、あるいはこの法案自体がどうなろ

うと、やっぱり市として地域の子供たちにどう責任を持ってやっていくかということにかかわって

くる問題であるというふうに考えています。決して市としてのかかわり方を後退させてはならない

というふうに思っていますが、そういったことも含めて市長のお考えをお伺いします。 

○議長（遠山利美君） 

 答弁を市長に求めます。 

 市長 藤原勉君。 

○市長（藤原 勉君） 

 それでは、子ども・子育て新システムにつきましての方針、考えというお尋ねでございますので、

お答え申し上げたいと思います。 

 子ども・子育て新システム、いわゆる総合こども園の創設を中心といたします新しい保育制度と

いうのが考えられているということでもございます。これは現行制度で生じております待機児童の

解消がなかなか進まないということだとか、いわゆる認定外の施設への財政措置がなかなかできな

いよというような問題点を解決するために、政府において新しく構想された保育制度というふうに
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聞いております。 

 総合こども園を中心にいたします構想は、国会でも今現在、いろいろ審議がなされておりますけ

れども、その審議の中でもさまざまな問題点が各政党からいろんな、民間に任せて本当にいいのか

どうかとか、そういうようなこともいろいろ指摘されているというのも事実でもございます。そし

てまた、先ほど議員の中でも少しお話が出ておりましたけれども、今回の国会の社会保障・税の一

体改革という修正協議の中でも、政府が今考えておる総合こども園構想というのは、今、撤回され

るというような方向で進んでおるように思っております。 

 このように、総合こども園の創設を中心といたします保育制度につきましては、今はまだ先行き

不透明な状況だというふうに私どもは思っております。 

 いずれにいたしましても、今後、国において検討される、現行制度でもいろいろ問題点が出てお

ります。そういったものをどうして対応していくのかとか、それから今回の修正協議でも議論され

ておりますように、認定こども園の、いわゆる強化というようなことも出ておりますけれども、そ

ういったことをしっかりと見ながら、こういう国の動きは国の動きとしながら、本巣市におきます

保育のあり方については、今までと同じように、質の低下をさせることのないように進めてまいり

たいというふうに考えております。 

〔18番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 鵜飼君。 

○１８番（鵜飼静雄君） 

 市長が今言われたように、国の動向はまだこれからも紆余曲折というのがいろいろあって、必ず

しもいい方向に行くというふうには思いませんけれども、そんな中でも、やっぱり本巣市の子供に

ついては、市として保育の質を後退させることなく、市としてきちんとかかわりを持って進めてい

くというふうに言われたというふうに理解をしておりますので結構でございます。 

 最後に、生活保護をめぐる問題についてお伺いをいたします。 

 生活保護というのは憲法第25条で保障された権利です。そして、必要な人が受けられないという

ことはあってはならない、そういう制度であります。厚生労働大臣も、「最後のセーフティーネッ

トだ、必要な人に確実に実施するのは当然だ」と国会で一応答弁しています。 

 現在の社会状況の中で生活保護受給者がふえてきているのは事実でありますが、それに対応する

ために生活保護基準を切り下げる、引き下げる、あるいは扶養義務を強化することで実質的に生活

保護を受ける人を少なくしようという法律の改正を示唆しています。 

 これまでも生活保護を申請して、あるいは生活保護の相談に行っても、なかなか窓口で受け付け

てもらえない、門前払いがされたということから、餓死したり、あるいは孤立死、孤独死という悲

惨な例があちこちで生まれています。こういうような状況をこれ以上生み出してはならないという

ふうに思っています。 

 ただ、この生活保護基準の引き下げや、あるいは扶養義務のさらなる強化を進めていけば、こう
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した事例が今後もさらにふえていくという懸念がされるのが実態であります。 

 そういうことを頭に置きながら、４点伺います。 

 第１番目に本巣市の生活保護の状況はどうなのか、お伺いします。 

○議長（遠山利美君） 

 答弁を健康福祉部長に求めます。 

 健康福祉部長 林正男君。 

○健康福祉部長（林 正男君） 

 それでは、ただいまの御質問にお答えさせていただきます。 

 本市の生活保護の状況につきましては、24年４月現在で被保護世帯数75世帯でございます。被保

護人員が96人で、保護率は0.27％でございます。全国の平均は1.64％、また岐阜県平均では0.55％

の中、本市の保護率は平均より低い状況にあります。 

 しかし、対前年同月比では、被保護世帯数は10世帯の増でありまして、伸び率で15％の増となっ

ており、やはりリーマンショック以降の長引く景気低迷の影響なども要因し、毎年、増加傾向にあ

る状況でございます。 

〔18番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 鵜飼君。 

○１８番（鵜飼静雄君） 

 では、今、状況をお伺いしましたが、その状況の中で、例えば高齢者世帯がどうなのか、母子家

庭がどうなのかという内訳についても、この場でわかりましたらお願いします。 

○議長（遠山利美君） 

 健康福祉部長 林正男君。 

○健康福祉部長（林 正男君） 

 今の御質問でございますが、内訳でございますが、高齢者世帯につきましては、42世帯で47名で

ございます。それと、母子世帯が４世帯で15名でございます。それと傷病世帯、これが15世帯で15

名でございます。そして障害の世帯の方が５世帯ということで５名でございます。そしてその他と

いうことで、これは失業等でございますが、９世帯ございまして14名でございます。全体では75世

帯で96名ということでございます。 

〔18番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 鵜飼君。 

○１８番（鵜飼静雄君） 

 ありがとうございます。 

 では、２番目に、先ほど申し上げたように生活保護基準の引き下げ、特に10％という言い方をし

ておりますけれども、生活保護基準が引き下げられれば、これはほかの制度にも、特に税にもかか
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わってくるというふうに思っていますが、どのような影響が考えられると思っておられますか。 

○議長（遠山利美君） 

 健康福祉部長 林君。 

○健康福祉部長（林 正男君） 

 それでは、ただいまの御質問にお答えさせていただきます。 

 国において生活保護法の改正などが論じられておりますが、詳しい方向性は示されておりません。

そのような状況下、他の制度に影響を受けるか、非常に見きわめにくいものでございますが、仮に

基準額のみの改正にて額が下がったものと想定するならば、住民税の非課税限度額などに影響する

ことも考えられます。 

 また、住民税の非課税限度額が改正となった場合には、税を基準として定めている各種制度、例

えば保育料の額を決める階層や障害者の利用負担額の階層など、税の状況をもとに負担額などを決

める制度に関しましては影響を受けるものと懸念されております。以上でございます。 

〔18番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 鵜飼君。 

○１８番（鵜飼静雄君） 

 非課税限度額というのは生活保護基準を参考に設定をされているというふうに聞いております。

であれば、基準が下がれば、当然それに連動して変わってまいります。このように、生活保護基準

を下げるということは、生活保護受給世帯のみならず、その周りの方たちにも多大な影響を及ぼす

ということを、まず認識していく必要があるというふうに思っています。 

 ３番目に、扶養義務の強化は、受給の自己抑制につながり、必要な人が受けられないという事態

を生むことが懸念すると考えられますが、どのようにお考えでしょうか。 

 特にこの問題については、芸能人の母親が生活保護を受けていたということをきっかけに、イン

ターネットを見ても生活保護バッシングといいますか、生活保護たたきのような記事がいっぱい載

っておりますけれども、それはそのことをとらえてすべてを論評するというのは明らかに間違いだ

と思いますし、本当に必要な人が受けられないような事態が生まれるようなことがあってはならな

いというふうに思っております。その点についてのお考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（遠山利美君） 

 健康福祉部長 林君。 

○健康福祉部長（林 正男君） 

 先ほどの御質問と同様に、国において生活保護の扶養義務の取り扱いについて論じられておりま

すが、やはり詳しい方向性などが示されておりません。その状況下でお答えするのは大変難しいわ

けでございますが、扶養義務は民法上の規定でございます。その規定どおり扶養が成り立っていれ

ば、生活保護の支援を必要としない場合も考えられます。 

 しかしながら、社会情勢の変化とともに核家族化への移行、また少子・高齢化、長引く景気低迷
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など、現代の抱える問題とともに扶養関係の形態が大きく変わってきております。その家庭や扶養

関係の実情に応じ扶養できないケースもあり、その支援のためにも最後のセーフティーネットであ

る当生活保護制度があるものでございます。 

 今後の国の制度改正の議論につきましても、市や市民が困惑するような改正がないよう、十分注

視していかなければならないというふうに考えております。 

〔18番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 鵜飼君。 

○１８番（鵜飼静雄君） 

 今、部長の答弁の中にもありましたように、これがまだ、例えば法案として出ているというわけ

ではありません。ただ、法案として出て国会で論議されるような状況になってから、ここはおかし

い、あそこはおかしいというよりは、そういう動きが察知できた段階でいろんな声を上げていくと

いうことが必要だろうというふうに思います。 

 そういう点で４番目に入りますけれども、原発にしても、全国あちこちの自治体が、あるいは議

会がこのことについての意見を上げてまいりました。これと同じように、こうした地方の自治体の

行政にも大きくかかわるような問題については、方向が定まってからというだけではなくて、その

前からいろんな機会をとらえて意見を発信していくことが必要だろうと。今、大都市の市長なんか

は、ほかっておいてもマスコミが勝手に取り上げてくれますけれども、でも、そういうことでなく

ても、本当に地道にでも、やっぱり声を上げていくということが必要だろうというふうに思ってい

ます。 

 特にこの生活保護の問題については、先ほど申し上げたように、単に生活保護世帯だけの問題で

はなくて、その周りの多くの人たちに影響を及ぼしてくる問題であり、本巣市民の暮らしにもかか

わってくる問題であります。だから、今からわかる範囲でいろいろ調べながら、必要な手だてを講

じていくことが必要だろうと。 

 そういう中で市長については、いろんな機会をとらえて声を上げていってほしいというふうに思

いますが、市長のお考えをお伺いします。 

○議長（遠山利美君） 

 市長 藤原勉君。 

○市長（藤原 勉君） 

 それでは、生活保護をめぐる問題について、今、国の動き等々を見ながら、市として、できてか

らでは遅いから、いろんな意見を言っていくべきじゃないかと、今、お話でございます。この件に

つきまして、私が日ごろちょっと感じておる、そして思っておることを少しお答え申し上げたいと

いうふうに思っております。 

 そもそも、今、この見直しが出てきているというのは、働けるのに保護に頼る人がふえてきたり、

不正受給というのも相次いで発覚したということによって、国において生活保護について扶養義務
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の厳格化とか、保護費の支給水準の引き下げというようなことが今現在は論じられているというふ

うに伺っております。 

 現在、国全体の生活保護受給者数というのは210万人を超えておりまして、戦後の混乱期よりも

多い、過去最多の記録を今更新している状況でございます。国の税収が四十数兆円、この生活保護

に係る金が４兆円近くというようなことで、国の税収の１割近いものがこういう生活保護に回って

おるというようなことで、大変そういうことで御心配されているということからもここに出てきて

おるんだろうと思いますけれども、この原因といいますと、やはり2008年のリーマンショック後の

景気の悪化で失業者が急激にふえたということが最大の要因であるというふうに言われております。 

 市の状況につきましては、先ほど健康福祉部長がお答えいたしましたけれども、保護率に関しま

しては、全国平均とか県平均を下回っておりますけれども、年々増加傾向にございます。 

 私は、この生活保護制度の見直しというものを議論する際は、まず現状を、生活保護のこの制度

が何でこういうふうになっているのかという現状をしっかり分析して、そしてその増加要因になっ

ているということに対する対策というのが私は必要であるというふうに思っておりまして、こうし

たことから、まずこのもとは、やはり失業者の増加というのが大きく出てきておるというふうに思

っております。 

 ですから、まず景気をしっかりと回復させて働く場所をつくり出すということが、小手先と言い

ませんけれども、こういう議論をするのに、こういう大きなことをしっかりやらない限りは、なか

なか難しいんじゃないだろうかというふうに思っております。 

 先ほど来申し上げていますように、急増の大半というのは失業が要因でございます。そういった

ことで、こうした根本的な問題に取り組まなくて、一部の不正受給ということを大きく取り上げて、

扶養義務の厳格化とか支給額の削減を検討するというのは、私は根本的な問題解決にはなっていか

ないんじゃないかというふうに思っております。 

 また、こうした雇用の場を確保するに当たりまして、また考えていかなきゃならない大きな問題

として私は常々思っておるんですけれども、非正規雇用という問題がございます。現在、我が国で

は、若者を中心に非正規雇用というのが大変ふえております。こうした非正規雇用というのは所得

も少なく、いわゆる結婚もできない。私に言わせれば、将来の生活保護予備軍になりかねないとい

うことで大変危惧いたしておりまして、こういう非正規雇用対策というのも早急に取り組む必要が

あるんじゃないかというふうに思っております。 

 もちろん、不正受給対策を、今回、政府のほうでいろいろやろうとしていることについて、別に

異論を挟む気持ちは全然持っておりません。むしろ、こうした、どんな制度でもそうですけれども、

不正受給対策というのは強化するということは大賛成でございますけれども、先ほど来、お話があ

りますように、障害や病気などということによって本当に働きたくても働けない人、そして本当に

支給を必要としている人、こういう部分にまで影響を及ぼすような見直しというのは、ぜひ再考し

ていただきたいなというふうに思っております。 

 私は、まずこういう生活保護制度の云々というのは、まず最初に景気対策、雇用対策というのを
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政府がしっかりと取り組んで、そしてリーマンショック後の失業者急増というのを少なくして、そ

して生活保護の部分には入っていかないように、そういうことをやっぱりやっていくというのが大

事だろうと。そういうものに手をつけずに、ただ、表になるだけを議論していっても、これからも

どんどんどんどんと生活保護になってくる方々がふえてくる。そして、それはひいては我々、国・

県・市町村の財政負担にもつながってくるというふうに思っておりまして、やはり景気・雇用対策

というのをしっかりと私はやっていただきたいというふうに思っております。 

〔18番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 鵜飼君。 

○１８番（鵜飼静雄君） 

 今、市長が言われたように、根本的なところ、原因のところにメスを入れなければ改善はできな

いという、まさにそのとおりで、そのためのデータを申し上げようかと思いましたけど、今回省き

ました。省いた部分を今市長から言われたのでありがたいことでありますけれども、そういう状況

の中で、やっぱり地方からの声をどんどん発信してほしいということだけ改めて申し上げて、質問

を終わります。以上です。 

○議長（遠山利美君） 

 ここで暫時休憩します。再開は11時から再開しますので、お願いします。 

午前10時43分 休憩  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午前11時00分 再開  

○議長（遠山利美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 １番 江崎達己君の発言を許します。 

○１番（江崎達己君） 

 それでは、発言通告に基づきまして、大きく２点について質問をさせていただきます。今回、一

括方式で質問をさせていただきます。 

 第１点でございます。 

 本市では、第２次行財政改革大綱に基づき行財政改革の実施計画の推進に取り組む中、事務事業

の評価により、経費の削減並びに費用対効果を上げる取り組みの努力がなされております。さらな

る取り組みについて、２点について質問をさせていただきます。 

 第１点目、事務事業のブラッシュアップ化についてでございます。 

 １つの例でございますが、先日、ＣＣＮｅｔで、若手政策研究グループが中心となり、予算化が

され、若手職員のはつらつと作業を行っている緑のカーテン事業が紹介されていました。初年度は

予算も少なく、栽培する資材も皆さん持ち寄り等で実施され、成果を上げるという点では若干の反

省点もあったのではないかと思います。しかし、本年度は、予算化を図り、本格的に行われている
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ようです。事業がブラッシュアップ化されたなあというふうに推察しております。 

 そこで、個人的な所見ではございますが、目的を実現させ、成果を上げ、さらに費用対効果を上

げるため、例えば日々の栽培管理として水やりの管理の省力化を図るため、給水用のホースが設置

されています。もし、私ならば、経費の削減、費用対効果といった点で、またリサイクルを考えた

場合、ペットボトルを活用した給水もどうかと思います。 

 きょう、ちょっと見本に持ってきました。これ、普通のペットボトルでございますが、この先を、

この大きな２リットルのペットボトルでいいんですけれども、こうつけまして、水を入れて、これ

をプランターに差し込みますと、ここに穴があけてあります。そうすると、この穴の数によって水

の出方が違うというふうで、そういった開発の商品もございます。このペットボトルの給水は、天

候だとか気温、それからプランター内の土の渇きぐあいによって、この１本のペットボトルで最大

２週間ほどの給水が可能となります。また、リサイクルを図るという取り組みについて市民の理解

も深まると思います。 

 また、採用された栽培品目、アサガオ、ゴーヤ、パッションフルーツ等が採用されています。も

し、宿根性のアサガオであれば、今年度使って、また来年度も活用することができます。ゴーヤ、

パッションフルーツは、収穫されたものは夏のイベントだとか学校給食とか、そういったいろんな

ものに活用すれば緑のカーテン事業に対する付加価値がつき、市民に対する役所の取り組みという

ことで、さらに紹介することができると思います。 

 こうした点から、同じ事業を実施するにも、経費の削減、費用対効果を上げる、つながるという

ことで、事務事業の意識改革にもつながります。ぜひ各課で最低１事務事業のブラッシュアップ化

を図る取り組みについて目標にし、事務事業の成果を上げてはどうかということ点で企画部長さん

の御所見をお聞かせください。 

 第２点目でございます。 

 経費の削減並びに費用対効果という点において、防草ブロックの導入についてお尋ねします。 

 手間のかかる道路わきの雑草管理は、財政難に悩む自治体にとって悩みの種でもあります。舗装

した道路のすき間から生える雑草は、場合によっては、交通安全上、危険でもあります。 

 ちょっときょう、写真を持ってきましたので見ていただきたいと思います。 

 これは役所の前を通っている、富有柿橋のところの写真でございます。この歩道部分、道路わき

の部分に雑草が生えております。これが現状かと思います。これは七、八十センチ程度の草ですけ

れども、これを放置していくと１メーターでも２メーターでも伸びると。草によっては、セイタカ

アワダチソウだったら、これ２メーター以上にばあっと伸びます。そういった点があるかと思いま

す。これはほかにもありますけど、これはたまたま交差点部分に草が生えています。ここは、こと

しは国体がある、国体会場の入り口の部分にもなりますので、ひとつ考える余地もあるんじゃない

かなあと思っておりますが。 

 この雑草の成長をとめることができるアイデアブロックが開発され、東海地区を中心にどんどん

導入され、成果を上げているようです。 
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 このアイデアブロック、これは５月26日（土曜日）ですけれども、中日新聞に掲載されており、

皆さんも御承知かとは思います。これは営業マンが考案したということで、雑草の成長を抑制する

というブロックです。 

 この、俗に防草ブロックといいますが、例えば国では、国土交通省名古屋国道事務所、尾張建設

事務所、三重河川国道事務所、桑名建設事務所など、県では、愛知県、岐阜県、三重県、市町村で

は、名古屋市、一宮市、豊明市、小牧市、日進市、稲沢市、桑名市、津市、亀山市、いなべ市、岐

阜県では、可児市、それから町村では富加町といったところが採用しております。国の関係では、

44工事箇所、県では52工事箇所、市町村では14カ所の工事が平成23年度で完了されているようです。 

 先日ですが、建設課の職員の方３名が軽トラックで、道路わきの除草ということで除草剤を散布

しておみえでした。暑い日でしたので、大変御苦労さんだなあというふうに思いました。一日で３

名の作業でどれだけ除草散布ができたでしょうか。 

 やはり経費の削減並びに費用対効果を上げるためにも、新しい技術、アイデア品である防草ブロ

ックを導入することは事業のブラッシュアップ化にもつながると思います。 

 本年度も本市では、道路建設事業、道路改良事業が各地域で計画されています。防草ブロックを

導入し、経費の削減を図ってはどうかという点について、産業建設部長さんの御所見をお聞かせく

ださい。 

 次に、題目の２番目でございます。 

 本市の防災についてという点で、地震、土砂災害、火災等の対策の新たな取り組みという点でご

ざいます。 

 狭い道路、狭い路地、そういったところに面する木造住宅密集地域の防災対策はという点でござ

います。将来、３連動地震が懸念される中において本市の狭隘路地、道路に面する木造住宅密集地

域がありますが、地震や土砂災害、火災等の発生に対する対策の新たな取り組みについて、総務部

長さんの所見をお聞かせください。 

 これもちょっと写真を撮ってきました。 

 皆さん、もう御存じだと思います。これは、真正地域の十四条地域でございます。道路が狭いも

んで、センターに排水があるだけでございます。 

 それから、これはお隣の糸貫地域でございますが、ここも道路が狭いもんで中心部に側溝だけ設

けてあるということで、こういった木造が密集している地域でございます。 

 次に、第２点目でございます。こういった木造密集地域に火災等の発生時には、消防車が入れな

いという狭い路地でも渋滞した道路でもぐいぐいと進んでいき、初期消火、情報収集、医薬品等の

緊急搬送にも活用できるバイクの特性が見直され、消防用バイク、俗に言う赤バイが各都市の消防

本部に導入、配備されていますが、本市の消防本部等について導入並びに配備をしてはどうかとい

う点でございます。 

 そこで、赤バイについて御紹介させていただきます。 

 こういったスタイルで、赤バイというふうで出ております。 
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 赤バイにもちょっと歴史があるようですね。調べてみましたら、大正７年に誕生した警察バイク

が車両全体を赤く塗られていたので、俗に赤バイと呼ばれていたそうです。しかし、昭和11年に白

く塗りかえられ、白バイと呼ばれ、現在に至っております。 

 消防用の赤バイクが誕生したのは、交通渋滞が著しく、消防車が災害現場の到着がおくれ問題に

なってきたときに、大阪市で赤色灯にサイレンをつけ、消火器を搭載したバイク部隊を発足させま

した。これが赤バイといいます。この赤バイは、昭和41年12月から敏動隊と呼ばれ、正式に運用開

始されました。 

 また、東京消防庁でも昭和44年10月から、消防署が所有していた単車を改良し、赤バイとして暫

定運用を始め、昭和46年２月から正式に運用されました。このころから各自治体でも、消火器を搭

載し、赤色灯をつけた赤バイが見られるようになってきました。 

 その後、交通渋滞がひどくなり、危険性も増してきたということで、昭和51年ごろに廃止になっ

たのを機に、各自治体の赤バイもだんだん姿を消すようになりました。 

 しかし、平成７年に発生した阪神・淡路大震災における教訓から、消防車が入れない狭い路地で

も渋滞でもぐいぐいと進んでいき、初期消火、人命救助、緊急応急処置、情報収集、医薬品等の緊

急搬送にも活用できるバイクの特性が見直され、消防用バイクの導入を図る消防本部がふえてきま

した。 

 ちょっとインターネットで全国での配備状況を調べてみますと、関東では、東京消防庁、東京都

東久留米消防本部、神奈川県横浜市消防局、埼玉県市川市消防本部、ここは非常に防災に対して力

を入れている都市でございますが、それから和光市消防署、千葉県立川市消防局、栃木県日光市消

防本部、関西では、大阪府の寝屋川の消防本部、兵庫県芦屋市の消防本部、東海地域では、愛知県

瀬戸市消防本部並びに消防団に配備されております。それからまた、静岡県熱海市の消防本部、富

士宮市の消防本部、岐阜県では、土岐市消防本部と関市の中濃消防事務組合に平成10年３月から配

備されております。 

 ちなみに、こうした消防用のバイクの導入、配備の経緯は、日本消防協会から寄贈だとか交付金

を受けて導入された自治体が数あります。 

 以上、インターネットでの調査ですので、もっと配備されている自治体もあるかと思います。 

 また、本年４月の国会の予算審議において赤バイの導入、配備について、総務省の久保信保消防

庁長官が「消防用バイクの配備は有効であると考えている、各消防本部に対して有効性について適

切な助言をしていく」というふうに答弁をされました。 

 総務部長さんの御所見をお聞かせください。以上です。 

○議長（遠山利美君） 

 まず、１項目めの行財政改革についてのうち、さらなる取り組みとして各課で最低１事務事業の

ブラッシュアップの取り組みを目標にし、事務事業効果を上げてはどうかの答弁を企画部長に求め

ます。 

 企画部長 石川博紀君。 
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○企画部長（石川博紀君） 

 事務事業のブラッシュアップ化の取り組みにつきまして、お答えを申し上げます。 

 本市では、第１次行政改革を初めといたしまして市政の総点検を行うとともに、平成23年度から

平成28年度までの５カ年を期間とする第２次行財政改革大綱及び実施計画を策定いたしまして、行

財政改革を進めているところでございます。 

 近年、地方分権の進展や協働による行政、またＩＴの進展などにより地方行政を取り巻く環境は

大きく進展していることから、第２次行財政改革におきましては、経営感覚と質の高い行財政シス

テムの構築を基本目標といたしまして、さらなる改革に取り組み、市民サービスの質の向上に努め

ているところでございます。 

 特に昨年度からは事務事業評価を実施し、効果やコストなどの検証を行い、内部評価による事務

事業の改善に努めますとともに、今年度からは、さらに外部の方の視点によります外部評価を実施

する予定でございまして、事務事業の内容を再検討し、その後の状況による変更や見直しなどのブ

ラッシュアップ化を図っているものでございます。 

 ただいま、政策研究グループによる緑のカーテンの設置を事例といたしましてブラッシュアップ

の手法の御提案をいただきましたが、事務事業評価を実施していく中で、さらに事務事業の経費の

削減や事業効果を上げるための手法といたしまして、ブラッシュアップとして選定するなどの取り

組みを前向きに検討してまいりたいと考えております。 

○議長（遠山利美君） 

 続きまして、手間のかかる道路わきの雑草管理として防草ブロックを導入して経費の節減を図っ

てはどうかの答弁を、産業建設部長 大熊秀敏君。 

○産業建設部長（大熊秀敏君） 

 それでは、防草ブロックの件に関してお答えをさせていただきます。 

 道路の草刈りは、毎年、業者に委託し、除草を行うとともに、地域の皆様の御協力により除草を

行っていただくなど、多額の費用と労力を要しております。特に歩車道境界ブロックとアスファル

ト舗装のすき間の雑草は、運転者の視界を妨げる交通安全上の問題や除去しづらいことなど、苦慮

しているところでございます。先ほど議員おっしゃられました職員３人につきましては、まさにこ

の部分について除草を行っておったものでございます。 

 議員御指摘の防草ブロックは、国土交通省が運営する新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）に

登録される新技術でございまして、すき間から雑草が生えにくい構造となっており、防草効果が見

込まれるものでございます。 

 市といたしましては、現状ではこの技術を採用しておりませんが、こういった新技術の採用によ

り経費縮減を図ることは重要と考えておりまして、今後、議員がおっしゃられました他地区の施工

場所の視察をいたしましたり、市において試験施工を行ったりして、効果を検証して使用の検討を

してまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（遠山利美君） 
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 ２項目め、地震、土砂災害、火災等の対策の新たな取り組みについての答弁を総務部長に求めま

す。 

 総務部長 川村登志幸君。 

○総務部長（川村登志幸君） 

 それでは、まず１つ目でございます。木造住宅密集地域の防災対策についてお答えいたします。 

 まず地震対策といたしましては、地震に対する安全性の向上、これを図るために昭和56年５月以

前の旧耐震基準により建てられました木造住宅を対象といたしまして、耐震診断を実施します本巣

市木造住宅耐震診断事業や、耐震性が不足する木造住宅の耐震補強工事の補助を行います本巣市建

築物等耐震化促進事業、これを実施しています。 

 また、これらの事業に関連いたしまして、市内の木造住宅の密集した地域を対象としまして、

「耐震啓発ローラー作戦」ということで戸別訪問を行いまして、こうした耐震啓発活動を随時実施

しておるところでございます。 

 次に、火災対策といたしましては、消火栓や防火水槽といった消防水利でございますが、こうい

ったものを適切に配備しつつ、火災発生時におきまして車両通行が困難な場合でございますけれど

も、消防署や消防団が所有いたします小型動力ポンプによります消火活動を行ってまいりたいとい

うふうに考えております。 

 また、本巣トンネル以南の本巣都市計画区域内におきましては、これは平成22年10月からでござ

いますけれども、消防活動等に支障を来します幅員が４メートル未満の市道に隣接する住宅等の建

てかえに際しまして、後退用地の測量に要する費用ですとか、門、塀、または樹木等の除去、こう

いったものに要します経費の補助を行います狭あい道路後退用地整備事業を実施し、これにつきま

しては、また広報紙などで市民の皆さんへの周知を図り、狭隘道路の解消に努めているところでご

ざいます。 

 しかし、木造住宅密集地域におきましては、地震、火災等の被害を軽減するためには、消防署で

すとか消防団、こういったところの公的機関による活動だけではなく、住民の皆さんや自主防災組

織、こういったところによります自助・共助といったことも重要であると考えておりまして、市と

いたしましては、こうした自助・共助の活動を推進するため、毎年実施しております市の総合防災

訓練、これの実施内容を工夫するなどいたしまして、市民の皆様の防災意識の高揚や、災害への備

え、地域における防災活動の推進につながるよう努めてまいりたいというふうに考えております。 

 また、今年度より、地域の防災力の向上を図るため、自主防災組織活性化事業補助金、こういっ

たものを新たに創設いたしまして、消火器、消火栓ホースといった初期消火に必要な消火用具です

とか、救出・障害物の除去用具等の整備に対しまして補助を行っているところでございます。 

 続きまして、２つ目の、消防車が入れない狭い路地でも渋滞した道路でも活用できる消防用バイ

クと、これの導入についてでございますが、消防用バイクでございますが、地震や火災などの災害

時に、倒壊建物、道路陥没などで交通網が寸断されるなど消防車両が通行できない状況下におきま

して、その機動力を生かしまして初期消火活動ですとか情報収集等、こういったことが行うことが
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できるということで、特に渋滞の多い都市部ですとか進入困難な山間部などでの活躍が期待される

ものであります。 

 本巣消防本部におきましては、これは以前でございますけれども、大型消火器を２本搭載しまし

た消防用バイクですが、昭和57年11月まで配備していたという実績がございますが、災害での活動

実績はございませんでした。 

 消防用バイクは、震災等災害発生時、こういった概要の把握には有用なものでございますが、本

巣消防本部管内におきましては、消防車両が通行できないほどの渋滞の発生は、都市部ほどは予想

されておりません。 

 先ほど議員さんからもございました、現在、岐阜県内では中濃消防本部が１台、恵那市消防本部

が２台所有しておりますけれども、第一線の車両としての活動はしておらず、災害時での運用実績

はないとのことでございます。 

 昨年の東日本大震災以降、消防用バイクの機能と役割が再注目され、導入計画を進められている

自治体もあるようですが、本巣消防本部としましては、現装備、人員、これを有効活用することで

消防用バイクの役割を担うことが可能であるということから、現時点でございますけれども、消防

用バイクの導入は考えていないということを聞いておりますが、市といたしましては、本巣消防本

部へは、この消防用バイクの有用性、こういったものについての助言は行っていきたいというふう

に考えております。以上でございます。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 江崎君。 

○１番（江崎達己君） 

 それぞれ御答弁いただきまして、ありがとうございました。 

 １点目の企画部長さんの御答弁ですけれども、前向きに検討するということですので期待をして

おります。 

 それから除草ブロックの導入、これはぜひ、もう既にいろんなところで実証されております。ぜ

ひ、早目の導入ということを要望しておきます。 

 それから消防用バイクのことですけれども、消防関係者の方は御存じかもしれません。初期消火

には、背負ってできるインパルスというんですか、これは水タンクですけど、空気で圧力とともに

水を出して消火するという、大体これは４回ぐらいしか使えんそうです。４発ぐらいしか撃てない

んですけれども、これは非常に効果があるということを消防関係者の方にも聞いております。こう

いうのを消防用バイクに乗せて初期消火ができるということは、大変あれやないかなと思いますの

で、よくよく検討していただきたいと思って、今回の質問を終わらせていただきます。ありがとう

ございました。 

○議長（遠山利美君） 

 ここで暫時休憩します。昼からは午後１時から開会しますので、よろしくお願いします。 



－５９－ 

午前11時28分 休憩  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午後０時59分 再開  

○議長（遠山利美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ２番 鍔本規之君の発言を許します。 

○２番（鍔本規之君） 

 それでは、通告に従いまして、順次質問をしていきます。 

 最初に、幼児園の建設についてをお伺いいたします。 

 私は、今まで建設については、入札のことなんですけれども、分離発注ということを常にお願い

をしてきましたけれども、本巣保育園の建設においては一括発注であったということなんです。そ

のときに市長さんにもいろいろなことで、どういうふうでそういうふうになったのですかというこ

とをお尋ねしたところ、経費節約等の問題もあるというような回答でございましたけれども、今回、

糸貫の西幼児園の建設においては、３つに分けるという分割の入札が行われました。この分割が悪

いと言っているわけではありません。私は、もともとが分割をお願いしておる人間としては悪いと

言っておるわけじゃないんですけれども、たまたま半年の間に一括発注と分割発注、同じ物件のよ

うな気がするんですが、同じような物件を幼稚園の建設において、片一方は一括でやり、片一方は

分割にしたということは、どうも説明が足らなかったんじゃないかという気がする。 

 それで、一括発注のときの答弁と今どき分割発注したときの説明とがどうも整合性がないような

気がする。市の長が発注するにおいては、たまたま市長が発注するという形になっておるけれども、

そこに使われるお金は、市民の方たちから預かった大事なお金なんですね。市民に成りかわって市

が発注をしておるというふうに解釈するのがよかろうかと思っております。 

 そういう中において、どうして本巣保育園と糸貫の幼児園の発注の仕方が違ったのかを御説明を

お願いいたします。 

○議長（遠山利美君） 

 答弁を副市長に求めます。 

 副市長 青木一也君。 

○副市長（青木一也君） 

 ただいま、本巣保育園と糸貫西幼児園の発注方法がどうして違ったのかということでの御質問で

ございまして、まず質問事項の１番といたしまして、本巣保育園の建設は一括発注であったがその

理由はという形での御質問をいただいておりますので、これについてお答えさせていただきます。 

 工事の発注方法につきましては、一括発注と分離発注の２つの方法がございます。一括発注とは、

複数の工種の工事を１つの工事として発注する方法であり、また分離発注とは、１つの工事を各種

構成部分に分業し、工種別に分けて発注する方法でございます。 

 一括発注につきましては、資材が一括購入できることや建設機械が有効に利用できることから経
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費が抑えられ、設計金額や契約金額を低くすることができます。また、現場管理におきましても、

元請業者が下請業者を統括して管理することから、発注者としましては現場管理等の負担が少なく

なります。 

 以上の点等を勘案の上、本巣保育園の建設におきましては、一括発注方式により発注をしたとこ

ろでございます。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 鍔本君。 

○２番（鍔本規之君） 

 分離発注にした理由を、御説明をお願いいたします。 

○議長（遠山利美君） 

 副市長 青木一也君。 

○副市長（青木一也君） 

 それでは、糸貫西幼児園の建設を分離発注とした理由についてお答えいたします。 

 長引く景気の低迷に加えまして、昨年の東日本大震災により全国の中小企業者の事業活動にも影

響が及んでいる中、国においては中小企業者に関する国等の契約の方針を定め、中小企業者の受注

機会増大のための措置として分離発注を推進しており、さらに当該方針の中で地方公共団体に対し

ましても、国等の契約の方針を参考に、中小企業者の受注機会の増大のための措置を講ずるよう要

請がなされているところでございます。 

 したがいまして、本市におきましても当該方針を踏まえ、平成24年度より特に規模の大きい建築

工事につきましては、可能な限り分離発注を行うこととし、今回の糸貫西幼児園改築工事につきま

しては、建築、電気設備、機械設備に分離をして、それぞれ発注をしたものでございます。 

 なお、公共工事が地域経済の活性化に資することを踏まえ、今後もコスト縮減、品質の確保、工

期の厳守、市内企業の育成、受注機会の確保、市内経済への波及効果などを考慮し、入札制度の適

正な運用に努めてまいりたいと考えております。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 鍔本君。 

○２番（鍔本規之君） 

 前にも聞いたことでありますから、いかに矛盾があるかということは、今、答弁された当の本人

が一番よくわかっているかと思っております。 

 今、副市長の中の答弁でありましたように、閣議決定というのは、これは23年６月28日に出てい

るんですね。これは23年６月28日ということですから、当然、本巣保育園の入札の前にこれが出て

いるんです。これが出てから半年近くたってから本巣保育園の入札が行われている。そういうと、

閣議決定の方針に従って今回は分離発注をしたよということになりますけれども、閣議決定の要望
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というのは６月28日にもう出ているわけなんですね。それで、そのことがきちんとこうやって書か

れている。できるだけ分離発注をして、地域発展のために雇用しなさいというようなことが書かれ

ている、今、副市長が言われたとおりのことが書かれている。 

 そうすると、半年前に行った一括発注と半年後に行った分離発注との整合性は、今の説明を聞い

てもよく理解ができない。私が理解ができないということは、一般の市民の方にも少なからず理解

のできない人がいるんじゃないかと思っているわけです。ですから、私のところにいろいろと電話

等が入ってくるわけなんです。で、いろんなうわさ話、嫌なこともいいことも入ってきます。です

から、あえて聞くんですね。 

 この後で黒田議員もこのことについて質問されるようですので、余りこのことに時間を割くつも

りはありませんけれども、基本的に市長さんというのは物事をなすときに、私たち議員に、前はこ

ういう方法でやったけれども、次はこういうふうに変えますよということを、もし変える場合は報

告があってしかるべきだと思う。また、今回行われたようなことで、前の議会で答弁したことと今

回の答弁とではいかにも整合性がとれない、そういうようなときには、前もって事前に、こういう

方法で行いたいと思うけれども、承知おきを願いたいというような形で言ってもらえれば物事はな

していくかなあと。 

 ただ、もう１点は、今回のことに関して分離発注ということになっておるんですけれども、国の

方針としては地域の活性ということになるから、当然私もお願いしてきたのは、地元の業者を優先

して利用してほしいということをお願いしてきました。今回、３つに分けての分離発注でございま

すけれども、建物を建てるものにおいては地元の方がとられました。ですけれども、ほかの電気と

設備においては、本巣市に本店のある人が入札に参加しようと思ってもできる規模のものじゃない

んですね。そうすると、地域にとって何のメリットがあるかということになってしまうわけなんで

す。そうすると、副市長さんが今言われたように、経費節減をもって物事をなして、いいものがで

きて、あげくに地域に対して貢献ができるということになれば、一括発注でよかったのではないか

なあと思っているわけなんです。一括発注で受ければ、とった人が、電気屋さんにしても水道屋さ

んにしても設備にしても何にしても、自分のところがいい人を選べ、下請として使うことができる。

当然、地域のところでそれだけの大きな工事ができないとすれば、大きな工事のできる市外の人に

お願いをしても、小さい工事はできるだけ地元の人を使ってくださいよということはお願いができ

るかと。そういうようなことができるようにするのも、一つの方法ではないかと思っております。 

 ですから、本巣の保育園のときの一括発注においては、さほど私はいろんなきついことは言わな

かったかと思う。今回もそういうふうになされるかなあというふうに期待はしておりましたけれど

も、残念ながら分離発注ということで、地域の人にとって、何ら企業にとってプラスになるような

ことが非常に少なかったかなあというふうに思っております。 

 入札のことに関しては、あとは黒田議員にお任せするとしまして、またその中で材料のことにつ

いて、１つお伺いをいたしておきます。 

 仕様要領、その他もろもろのところに、前にも一般質問をしたんですけれども、建設で使われる
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材料等について有害物質が非常にたくさん出るということで、このきょうの文書の中には「５品

目」と「10品目」と書いてありますけれども、これは過ちでありまして、「６品目」「13品目」の

過ちですので、承知おきを願いたい。 

 ６品目の検査をするようにということは、発注元のほうが要望として物事がなされているかなあ

というふうに思っておる。そのことにおいて、６品目では少し検査が足らないんじゃないですかと

いうことで、13品目の検査をするようにというふうに、前回、そのようなことをお願いしておきま

した。 

 で、今回の私の質問は、その回答がどのようになっているのかということと、それからもう１点

は、そういう検査をしなくても済むような材料を使ったらどうだということ提案したかと思います

けれども、そのことについての御説明をお願いいたします。 

○議長（遠山利美君） 

 健康福祉部長 林正男君。 

○健康福祉部長（林 正男君） 

 それでは、ただいまの御質問にお答えさせていただきます。 

 糸貫西幼児園につきましても、本巣保育園と同様に施設を利用する園児が安全で安心して利用で

きるよう配慮した建物となるよう計画をしております。 

 なお、建設材料につきましては、以前に全協の中で、議員より木材の使用についての御意見をい

ただいております。その結果、床や建具以外の廊下の壁の腰下部分にも木材を使用するよう配慮し

ております。 

 また、床材でございますが、これにつきましても県産材を使用する予定となっております。建築

材料につきましても、現在建設中の本巣保育園と同様に、日本農林規格で定められましたフォース

ターの建築材料を使用いたしまして、健康面につきましても、十分に配慮した計画となっておりま

す。 

 それともう１つ、ただいまの御質問の中で揮発性の有機化合物の話が出たわけでございます。こ

の揮発性の有機化合物、ＶＯＣというものなんでございますが、二、三例を挙げて、その特性につ

いて説明をさせていただきますが、まずホルムアルデヒドというものがございまして、これは机と

か、いすとか、またフローリング、そして断熱材がその発生源の可能性があるというものでござい

まして、においは、ホルマリンとか防腐剤のにおいがするということでございます。 

 また、トルエンにつきましては、これは油性のニスとか、あと樹脂系の接着剤などでございまし

て、発生源の可能性があるということで、においにつきましては、ガソリンのようなにおいがする

ということでございます。 

 そのほかにも、キシレン、それからパラジクロロベンゼン、それとエチルベンゼン、それとスチ

レンというものが６項目あるわけでございますが、このほかにも実は７品目ほどがありまして、お

のおの室内濃度の指針値が設定されておるわけでございます。そうしまして、その数値は、室内濃

度指針値は、その時点での科学的な知見に基づきまして、一生涯この化学物質について指針値以下
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の濃度の暴露を受けたとしても、毎日等の健康への有害な影響を受けないであろうとの判断により

設定された値ということでありまして、その濃度の測定につきましては、今回、学校環境衛生基準

に基づきます、先ほど述べました６品目に加えまして、厚生労働省の化学物質の室内濃度指針値に

あります残りの７品目につきましても、これにあわせて実施をしていきたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いをいたします。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 鍔本君。 

○２番（鍔本規之君） 

 前にお願いをした６品目から13品目の検査にするようにというお願いを、13品目に従って検査を

するということで、それは非常にありがたいなあというふうに思っております。 

 今の説明の中でもありました、片仮名を読むことは私は非常に苦手なんですけれども、これは最

初に言われたホルムアルデヒドというのですかな、そういう舌をかんでしまうような名前のものな

んですけれども、これは合板に使う材料のはずなんですね。この合板に使うときに、その材料を使

って合板をつくっていくんですけれども、これは割かしいいものであって、非常にある程度クリア

をすればいいであろうということになっておると。だけれども、よその悪い素材品は、その今言わ

れたホルマリン何とかという難しい名前のものを使わなくて、悪性の強い、毒性の強いものを使う

んですね。それをいかにもいいものにしてありますよというふうにする物質、この使っておるもの

そのものが、このホルムアルデヒドというものも余りいいものじゃないんだけれども、それが出な

いようにする材料もあるんですね。だから、悪質のものですよと、そんなに悪質は持っていないん

だけれども、悪質ですよと国で定められているものもある。そうすると、それを隠すための材料も

あるんですね。この難しい名前の後にキャッチャーとかいうような名前をつけて、それを抑え込む

材料があると。そうすると、それがあれば、検査を受けたときにそういう物質が飛ばないようにし

てあるから、検査を幾ら受けてもわからないんですね。ですから、13通りの検査をしなさいという

ことで了解を願ったんですけれども、その中で13通りの検査をしてもらえれば大いに結構、特にこ

のトルエンというのも、今、部長が言われたように、これも頭の障害を起こす非常に悪いものであ

る。わかりやすく言うとシンナーなんですね。ですから、こういうものをどうやって抑えていくか

という、そういう抑える物質を検査するのも方法かと思っております。 

 その中で、物事がなしていけばいいかなあと思っている。ただ、いろんな悪質な有害なものが出

てきても、大人にとってはさほどそう影響はなくても、子供にとってはすごく影響のあるものが多

いんですね。で、大人の空気を吸う量と子供の空気を吸う量を比べると、10倍強、子供のほうが余

計吸うわけなんです。それが吸収されるということは、大人にとって１のものは子供にとって10な

んですね。そういうこともかんがみて、徹底的に検査していただけると幸いかと思っている。 

 また、建設の中においては、当然そのことを含めて要望はしておられるかと思いますけれども、

たまたま要領を見させてもらった中に、私は見てもわかりませんけれども、一般の市民の人から、
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防腐剤処理についてということで問い合わせがあったんですね。こういう要領についてはインター

ネット等で公表されていると思いますから、一般の市民の方も見ることができるかと思う。そうい

う中で、私も知らないような名前のものが載っておると。これは国で定められたものでは、国で禁

止されているものじゃないんですかと、それをなぜ本巣市は使用することを前提にして設計がなさ

れているんですかという指摘をもらったわけです。 

 よくわかりませんので調べみたところ、ここに書いてある防腐処理の中でクレオソート油という

のかな、これが油というのか、そういうものが書かれていると。これが余りよくわからないのでち

ょっと調べみたところ、コールタールみたいなものだということなんですけれども、これは公共事

業等では、もう使うことが禁止されている。欧州のほうにおいては、そのものを使った材料の販売

すら禁止されているというぐらい毒性が高いものだという認識なんですね。それで、さわれば炎症

を起こすであろうし、吸えば肺がんになる可能性もあるだろうしという、非常に厄介なものという

ふうに説明がなされている。どうしてこれがこの要領の中に書いてあるのかなあという、このこと

について設計事務所にも少し聞いてみたんですけれども、明快な回答が得られませんでしたけれど

も、ひとつこのことについての御説明をお願いいたします。 

○議長（遠山利美君） 

 健康福祉部長 林君。 

○健康福祉部長（林 正男君） 

 ただいまの御意見でございます。木工事の中のクレオソート油の使用でございますが、このクレ

オソートというのはもともと防腐剤に使うものでございまして、かつて発がん性のあるものと、そ

れと揮発性の、要は有機化合物の発散、それとにおいがあるということでございまして、クレオソ

ートの使用を控えさせていただいて、人体に影響のない防腐剤を使用したいというふうに今考えて

おるわけでございます。 

 防腐剤の材料につきましては、今後、請負業者及び設計の監理会社と打ち合わせの上、検討して

いきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 鍔本君。 

○２番（鍔本規之君） 

 工事の中でいろんな問題が出てきて、それをいい方向に持っていくことは大いに結構なんです。

また、そうしてもらわなければ困るし、またそうするのが当たり前だと私は思っている。けれども、

こういうものがインターネットで出るんですね、要領として。その中に、大きくこのクレオソート

というのが名前が載っている。そうすると、父兄さんにとってはこういうものを多く使用している

のではないのかと、いろんなことで疑心暗鬼になっていくんですね。不安をあおるようなことは私

もしたくはないし、これを即刻削除してほしいなあという気はするんですけれども。 

 もう１つは、結果としてこの設計業者にこれを設計の中で頼んだときに、そういう法に触れるよ
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うなものを使用することをよしとする設計をするような設計会社に、どうして設計を委託したのか

というのが非常に疑問に思う。そのことについての御説明をお願いします。 

○議長（遠山利美君） 

 健康福祉部長 林君。 

○健康福祉部長（林 正男君） 

 今の設計業者のほうへ私どもも依頼をしまして、設計を上げてきたものを、結果を見せていただ

くわけでございますが、その中にはいろんな種類の材料、そうしたまた成分等を含んだものがいろ

いろとあるわけでございまして、私のほうでなかなかそれが、一から十まですべてわかるというの

は非常に難しいわけでございまして、今回のようにこうして御指摘をいただいたということもござ

いまして、今後、中身につきましては、よく吟味をしながら進めていきたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いをいたします。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 鍔本君。 

○２番（鍔本規之君） 

 新しく部長になった人ですので、余りきついことを言うとかわいそうだなあということもありま

すのでこの程度で控えておきますけれども、基本的には、こういうものを本巣市のホームページ等

に載せる場合、ある程度のところはチェックをしているはずなんです。また、チェックをしていな

ければいけないと思っております。それは全部のことを市長さんにチェックせよと言ったって、そ

れは無理だ、そのために各部があると思う。だから、当然部長として、そういうものはどうである

か、こうであるかということはチェックをして、そして間違いないであろうというものをホームペ

ージなりに載せないと、私はこれで今説明を受けたからわかるんですよ。また、建設事務所のほう

にも問い合わせたし、またこういう本を出しておるところにも電話をかけて、少しこういうものは

どういうものだということを聞きましたけれども、実質的には、その他もろもろの説明を受けてみ

ると、そんなに心配することはないかなあというのがここではわかるんですね、私は聞いている。

だけども、これだけを見た人は非常に心配になるんです。ですから、そういうことも含めて対処を

どのようにするか。 

 また、先ほど冒頭に質問しました一括発注と分離発注のことについて、また今後、こういう有害

物質等の検査について、当然、本巣保育園、それから糸貫の西と、次に東と、３つの幼児園の建設

にかかわっていくわけなんで、そういうものに対して総体的な物の考え方として、今後どのように

持っていくのか、またこういうような問題に対してどういうふうに対応していくのか、市長さんの

意見があったらお聞かせを願いたい。 

○議長（遠山利美君） 

 市長 藤原勉君。 

○市長（藤原 勉君） 
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 それでは、今、幼児園の建設に関して、安全性の問題等々でいろいろと御指摘をいただきました。

先ほど健康福祉部長のほうからお答えをいたしましたし、また議員のほうからもお話がありました。

そのお話を聞いているとおりでございます。やはり大人と子供というのは全然違います。特に発達

段階で抵抗力が弱い、特に幼児にとりましては、同じ量のものでも、本当に受ける影響というのは

大人の比ではございません。これは議員の御指摘のとおりでございます。 

 こうしたことから、我々もやっぱり子供たちが暮らす施設というものには最大限の配慮をしてい

かなきゃならないというふうに思っておりまして、今回建設中の本巣保育園、糸貫西幼児園、そし

てまた今後も計画されております糸貫東幼児園につきましても、この材料等につきましては、今、

御議論の中でお話がありましたようなことを頭に入れながら、最大限配慮して、安全・健康面に配

慮した園の建設に努めてまいりたいというふうに思っております。 

 先ほど来、議員のほうからもお助けいただきましたけれども、なかなか全部が全部職員でのチェ

ックができないところもございます。やはり専門である設計事務所等々がしっかりとチェックもし

ていただいて、不安になるようなものはそういう計画の中に入れないように、そういったことをこ

れからしっかりとよく説明しながら、この計画をしていただき、そして建設もしていただくという

ようなことにしっかりと配慮をしてまいりたいというふうに思っております。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 鍔本君。 

○２番（鍔本規之君） 

 ６品目から13品目にするようにということの指示は、部長さんから聞いたときに、市長の強い意

向であるというようなことも聞いております。また、材料もできるだけ木のものを使用するように

ということで、市長からの指示もあったというようなことを聞いております。 

 そういうようなことで、これからも本巣保育園のことに関して、子供の成長にかかわることであ

りますので、決めは決めとして、またトップとしての判断で物事がなせるものであるとするなら、

そういうものは大いにいい方向に持っていっていただけるようにしていただければ幸いかと思って

おります。 

 また、つけ加えて物を一言申しますけれども、この悪いもののことは、わかりやすいようにホー

ムページ等に記載をするなり、また削除するなりを早急にしていただければいいかと思っておりま

す。これはお願いをしておきます。 

 あとのことにおいては私の思うようなことになってきておりますので、あとは本当に実行される

かを見守っていきたいと思っております。 

 次は、モレラ北にある市有地についてお伺いをしたいと思っております。 

 このモレラ北にある市有地は広大な土地ということで、私はこの土地を購入するときは議員であ

りませんでしたので、あの土地を買うときの目的、大体は聞いてはおりますけれども、どういう目

的で、どういう順位で物事がなされて買うことになったのかの説明を改めてお願いをいたします。 
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○議長（遠山利美君） 

 答弁を企画部長に求めます。 

 企画部長 石川博紀君。 

○企画部長（石川博紀君） 

 モレラ岐阜北の土地の購入目的につきましてお答えを申し上げます。 

 モレラ岐阜北にございます市有地につきましては、平成17年度に市が土地開発公社に先行取得を

依頼いたしまして、公社が約２万坪の土地を坪単価３万8,000円という価格で購入したものでござ

います。 

 先行取得を依頼したときの当時のこの土地の事業計画につきましては、本巣・糸貫及び真正の各

給食センターを統合いたしまして施設を整備するほか、糸貫東幼児園と西幼児園の統合による幼児

園、また糸貫地域の下水道処理施設、ストックヤード、防災倉庫等を整備することを目的といたし

まして用地を取得したものでございます。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 鍔本君。 

○２番（鍔本規之君） 

 今の説明ですと、現状においてその説明に５つの目的を持って買われたようなふうですけれども、

現実にはどのように今なっておるのかの御説明をお願いします。 

○議長（遠山利美君） 

 企画部長 石川博紀君。 

○企画部長（石川博紀君） 

 モレラ北にございます市有地の整備につきましては、当初計画しておりました糸貫地域の西幼児

園、東幼児園を統合した幼児園の建設につきましては、子どもセンター跡地に現在の東幼児園、そ

れぞれ単独で整備を進めておりますほか、下水道処理施設につきましても、当初は糸貫地域の下水

道処理施設を建設いたしまして整備をする予定でございましたが、合併処理浄化槽による整備を推

進するということとしております。また、ストックヤード及び防災倉庫につきましては、既存の工

場を利用して整備する予定でございましたが、建物の耐震、また再整備に予想外に費用がかかると

いうことがわかりましたので、既存の工場を取り壊しいたしました。 

 したがいまして、この土地の整備計画につきましては、現在、整備済みの給食センターのみとい

うふうになっております。 

 また、モレラ北の市有地の現在の状況でございますが、６万434平米のうち２万3,621平米、約

7,000坪を駐車場としてモレラに貸し付けをしております。残り３万6,813平米、約１万1,000坪に

つきましては、未利用となっておる状況でございます。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 
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 鍔本君。 

○２番（鍔本規之君） 

 今、計画どおり物事が済んでいるのは、見た目では給食センターの建設のみかと思っておるんで

すけれども、さきに一般質問をした幼児園の西幼児園、東幼児園のことに関して、本来は統合して

１つの幼児園にするということで土地を購入されたかと、どういう事情をもって２つに分離をまた

しなければいけなかった、理由があったら御説明をお願いします。 

○議長（遠山利美君） 

 企画部長 石川君。 

○企画部長（石川博紀君） 

 統合すると規模も大きくなるということもございまして、また土地の問題、あとそれぞれ跡地に、

移転するのに設備がまた、仮設が必要になるとかいった、そういったことがございまして、それぞ

れの場所に建設するということになったものと思います。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 鍔本君。 

○２番（鍔本規之君） 

 初志、目的で買った当時の17年と今の現状とで多少の違いはあろうかと思いますけど、前に一般

質問の中でモレラの西につくる幼稚園の土地は、幼児園を建築するにおいて最適な場所であるのか

ということで質問したところ、最適な場所であると回答がありましたけれども、モレラ北の土地を

買うときには、統合をして、そこを最善の土地として購入をされたと思う。それが最善の土地じゃ

ないという答弁に変わっておりますし、本来、２つを１つにするという目的で物事がなして、買わ

れたと思うけれども、それがまた２つになったと。当初の計画で物事が済んでいるものが非常に少

ない。 

 また、下水道処理においては、市長さんの考えでそういうものは方向性を転換していこうと、個

人浄化槽に持っていこうというふうになっていますし、また部長の説明のとおり、ストックヤード

においては、当初の購入した時点にあったものが耐久性が悪いということで、その時点で壊してし

まったと。壊したから、もうストックヤードをつくらないよという理論になってしまっていると。

何となくおかしいかなあという気はするんですけれども、現実的には、あの土地が今言われるよう

に、余り利用されていない。この状況から見て、家賃、少し土地を貸しているということなんです

けれども、このまま行くと、計画のとおり何も実行されないまま、あのままずうっと塩漬けという

のかな、そういうような形になっていくというのは、非常に一等地である以上もったいないかなあ

と思っている。 

 で、そういう中で私は私なりに少しいろんなことで考えてみまして、何とかお金のかからなくて

いい方法で再利用できるものはないか。また、いざとなったときにその土地をもとの方向に戻して

でも、また市の建物をつくる、その他もろもろを原状復帰、要するに更地に戻すのにお金のかから
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ない方法は何かないかということで専門の人たちと相談をしたところ、芝生公園をつくるならお金

が余りかかりませんよというようなことで提案をいただきました。じゃあ、どのぐらいお金がかか

るんだということで、設計もすべて、最高の設計でどうですかといって見積もらせたものがこれな

んですけれども、そこに資料として少し出してあるかと思うんですけれども、電気工事も、それか

らいろんなこともすべて最高級のものでやって10億はかかりません。電気と、それからいろんなも

のを少しずつ、ベンチ等、建物等をどんどんどんどん低くしていけば、非常に安い金額でできるん

ですね。あのところは専門家の人もおらっせますので余り詳しくは言いませんけれども、芝生を張

るだけで物事がなしていくとなると、非常に施工も安く済む、というのは、今あそこに置かれてい

る砂利、砂がそのまま利用できるんですね。ですから、大いにいいのではないかなあという気がし

ておるわけなんです。 

 企画部長のほうで何か、そういう公園をつくることじゃなしに、また別の今言われたこと以外に

何か計画があるなら、さきにそのことを言ってもらえれば幸いかと思っております。 

○議長（遠山利美君） 

 企画部長 石川君。 

○企画部長（石川博紀君） 

 現在の計画でございますが、先ほど御説明いたしましたように、当初の計画と大幅に変更になっ

ております。今後の計画につきましては、いまだ未策定という状況でございます。 

 市の財政状況も大変厳しいということでございまして、現在の財政計画の中でこの土地を活用さ

せるというのは大変難しいという状況でございますが、しかしながら、この土地につきましては、

東海環状自動車道の糸貫インターがすぐにできるという計画でございますので、利便性の高い土地

ということでございます。民間活力の導入ということなどの可能性も含めまして、有効な土地の活

用を今後検討してまいりたいというふうに考えております。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 鍔本君。 

○２番（鍔本規之君） 

 有効活用ということで私も提案をさせてもらいたいんですけれども、私もこちらに来て、ちょう

どこれ15年目に入った。糸貫のところに住んでおりますけれども、半世紀も前から根尾を見たり、

それから本巣を見たり、真正を見たり、北方のほうもよく遊びに行ったんですけれども、その中で、

今ここで15年間生活をさせてもらって、周りをずうっと見てみますと、この旧糸貫町、非常に公園

が少ないんですね。真正には、公園らしい公園が結構あるんです。この糸貫においては、公園らし

い公園が何一つない。小さな公園はあるにしても、本当に公園が、どうしてこういう政策を今まで

やってきたかなあと。旧糸貫のバッジをつけていた人は何を考えていたかなあというようなふうで、

非常によそと比べたときに、何でこんなに公園が少ないのかなというふうに今思っております。 

 そこで、本巣の一等地でありますし、高速道路のインターチェンジもできるということで、市民
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の人が憩えるような芝生広場をつくってはどうかなあというふうに思っておりますし、これは私の

提言としておきますけれども、市長さんに何かいい考えがありましたらお聞かせください。 

○議長（遠山利美君） 

 市長 藤原君。 

○市長（藤原 勉君） 

 モレラの北の土地の活用でございます。これは、市長になりましてからも何人かの議員さんから

それぞれ御質問を受けて、その都度、お答えもさせていただいております。なかなか、いい案があ

ればぜひというお話もさせていただいておりますし、また具体的に今後どうするかということを検

討していきたいということを、かねてから御答弁を申し上げておるところでございます。 

 このモレラの北の土地は、そもそもが先ほど企画部長がお答えしたとおりのことで、当時、買収

したものでございます。そんな中で、給食センターがすぐできたと。その後、幼児園の統合という

のがありましたけれども、これにつきましても、先ほどちょっと企画部長がお答え申し上げました

けれども、私がそこに統合幼児園というのはなかなか難しいよというお話を当時からしておりまし

て、それは何かといいますと、今、それぞれ幼児園が200名に近い幼児をお預かりしていると。そ

こに統合となりますと、小学校、中学校の400人、500人なら、まだいいんですけど、保育園、幼稚

園の400人から超すというような方々を一緒にあそこの中で保育するというのは、私はなかなかそ

れは難しいだろう。やはりこれはしっかりと保育をしようとすると、やはり200人以下のところで

しっかりと体制を整えてやったほうが、やはり子供の安全のためにもいいんじゃないだろうかとい

うことで、統合幼児園ということじゃなくて、やはりできるならば現在のそれぞれの幼児園がある

ところの近辺で建て直すという方向がいいんじゃないだろうかということで議会にも報告させてい

ただき、また議員の皆さん方からも了解も得て、今回、西幼児園、そしてまた東幼児園の整備とい

うことに着手させていただいておるところでございます。 

 それから、また下水道のほうも、当初、糸貫地域の下水道計画という中で、先ほどもちょっと部

長のほうからもお話がございました本巣市が置かれている財政状況、これが10年、20年前の話であ

れば、かなりそういうことも可能であったのかわかりませんが、今、これだけ厳しい財政状況にな

ってまいりますと、ここに下水道の処理をやって、これから何百億近い借金を背負って、本当にこ

れから本巣市がやっていけるかどうかというような、そういう財政的な心配もございますし、それ

とまた、今の合併浄化槽がかなり昔と比べますと精度も高くなってきて、下水道で処理するのと変

わらないぐらいの排水の処理能力が出てまいっております。そういうこともいろいろ考えながら、

下水道云々をやるよりか、単独、いわゆる浄化槽方式のもいいんじゃないだろうかというようなこ

とで下水道審議会等々にもお諮りを申し上げて、決定もしていただいて、答申を受け、そして今現

在、そういった方向で進めさせていただいておるということで、当初大きく想定しておりました施

設が、それぞれモレラ北のところがなくなったということでございます。 

 しかし、今現在、土地はモレラのほうにお貸しをしておりまして、それぞれの土地の使用料とい

うのが、ちょうどこの残っております土地分の、いわゆる借金で今運用しておるわけでございます
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けど、それに係る利子相当分は、今、利子に係る分の以上のものをモレラから借地料でいただいて

やっているということでもございます。 

 そういった中で、私としてもこの辺を何とか、先ほど企画部長がお答え申し上げましたように、

すぐ近くに糸貫インターができると。これは2020年という一応目標が出てきておりますけれども、

東海環状が開通するということを考えますと、あそこがインターのすぐ前になると。我々でいえば

いわゆる一等地になる。この本巣市にとっても、いわゆる一番いい土地になるんじゃないかという

ふうに思っておりまして、そういうところをこれからうまく活用していかなきゃいけないなという

ことも考えております。 

 そういった中で、先ほど来申し上げておりますように、財政的な問題も出てまいります。ここに

市で大きな施設をつくるとかというようなことはなかなか、今の時点、３万5,000のまちではなか

なか、やっていこうには難しい時代になっておるということでもございまして、何とか民間の活力、

そしてできるだけ公費を投入せずに、何とかあそこに市民の皆さん方が喜んでいただけるような、

そしてなるほどなと、玄関としてもいいなというような、そんなようなものができれば大変いいん

じゃないかという思いもしております。ぜひそういう方向も考えながら、このモレラ北の市有地と

いうのを考えていきたいというふうに今思っております。 

 特にこれを、こういう施設を、ああいう施設をという、今、考えのところはございませんで、

前々からお話し申し上げているように、この土地の有効活用というのに頭を悩ませているというの

が私の今現在の状況でございます。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 鍔本君。 

○２番（鍔本規之君） 

 市長さんの立場としては、なかなか明快な言葉は出せないのが、ことはよくわかっております。

ただ、物事をなすのには、やっぱり政治的勇気ある判断が、また決断も必要かと思う。 

 これからは、当然、合併特例債の期日も迫ってきているだろうということも踏まえて、もう少し

市民の喜ぶもの、また本巣市の中に１つぐらい大きな、お金のかからない公園ですよ。大きな施設

をつくったり、云々するじゃない、極力経費のかからない公園をつくって、老いも若きもそこでた

むろするというようなものができれば幸いかなあと思っています。 

 また、そういう老人の人たちを、施設の人からも、そういう人たちが集える場所に連れていって

散歩をさせてあげたい。狭いところに入れておくんじゃなくして、広いところに連れていって、コ

ンクリートの上だと転んだり、板の間だと転んだりする。芝生のところだと多少転んでも大丈夫だ

ということで、そういうところに行けるようなところがあると非常にありがたいなあというような

ことも聞いております。 

 ここで即回答をせよということは当然私も望んでおりませんけれども、そういうことも踏まえて、

市長が勇気ある決断を臨むことを期待して、一般質問を終わりたいと思っております。 
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○議長（遠山利美君） 

 続きまして、３番 黒田芳弘君の発言を許します。 

○３番（黒田芳弘君） 

 議長の発言許可のもと、始めたいと思いますが、最近のニュースを目にいたしますと、昨今、日

本人の道徳心というものが少しおかしくなっているように感じております。年収が何千万もある人

の親が、合法とはいえ生活保護を受けていたり、幾らただになったからといって少しの熱や鼻水だ

けで子供をすぐ病院へ連れていったりする親、「頑張れ、東北」を合い言葉にみんなで被災地の復

興を願ったはずなのに、自分の住むところへは持ち込むなよと瓦れき受け入れには強硬に反対する

姿、こんなことを目にすると、同じ日本人として少し悲しい気持ちなのは私たちだけでしょうか。 

 現在、日本で大きな議論を展開している社会保障と消費税の問題、そして原発再稼働と電力不足

の問題、我々日本人は、これらすべての問題に対し、国民として国の将来を考え行動すべきではな

いかと考えます。今こそ、これまで大切にしてきた日本人の道徳心をいま一度思い起こし、国の再

建を目指すときではないのか。 

 そんなことを思いながら、通告してあります３点、７項目について順次質問いたしますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

 それでは、まず１点目でございますが、市の発注工事、公共工事についてお尋ねをいたします。 

 公共工事の発注に当たっては、今までにも何人かの方が入札や発注方法について質問された経緯

がございますが、近年、入札方法が多様化し、複雑さが増し、市民の目から見ても非常にわかりづ

らい、またさまざまな疑問が指摘をされ、いろんな意見が私のところへも届いております。この質

問につきましては、さきに鍔本議員が類似した質問をされましたが、私は私の観点でただしていき

たいと思います。 

 そこで、まず１点目でございますが、この公共工事の中で特に大規模な建築工事ともなりますと、

その発注に当たり一括発注にするケースと分割発注にするケースがございますが、長所、短所など、

それぞれの特徴についてお尋ねをいたします。 

○議長（遠山利美君） 

 答弁を総務部長に求めます。 

 総務部長 川村登志幸君。 

○総務部長（川村登志幸君） 

 それでは、大型工事におけます一括発注と分離発注の長所、短所といったことのお尋ねでござい

ますが、お答えさせていただきます。 

 まず、一括発注につきましては、現場内におきまして建設機械を有効利用することができる、こ

ういったことから機械の経費を抑制し、また資材につきましても一括で発注するといったことが可

能となることから、購入価格を抑えるために発注する場合の設計金額ですとか契約金額を低くでき

るものと考えられます。 

 また、現場管理におきましても、いろんな工種がございますが、こういった工種の下請業者の方
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を一括して元請業者が管理をするといったことから、工程管理がスムーズに行うことができると考

えます。 

 一方でございますが、中小企業者の受注の機会といったものにつきましては、分離した場合と比

較すると少なくなるんじゃないかなというふうに考えられます。 

 次に分離発注につきましては、中小企業者の受注の機会を増大するということを目的に行うもの

でございます。適正な規模の工事を分離し、競争入札を行った場合には、各工種ごとでございます

が、それぞれ競争が行われ、すべての工種を一括発注した場合と比べて下請等に係る諸経費でござ

いますが、こういったものを削減することが可能となるといったことから、結果としてコストを低

く抑えることが期待されるものでございます。 

 また、専門工事業者に発注することによりまして品質面におきましても、それぞれの専門性を生

かした工事施工が期待できるということが言えると思います。 

 ただ、分離することで経費が上昇し、設計価格が高くなるといったことも考えられるかと思いま

す。以上でございます。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 黒田君。 

○３番（黒田芳弘君） 

 今、それぞれの特徴について答弁がありましたが、感想だけ申し上げますと、今の説明だけ聞き

ますと、一括発注のほうが市にとってはいいのではないかと、こんなことを申し上げながら次に行

きたいと思いますが、本市においては、昨年の12月に本巣保育園改築が一括方式で発注がされまし

た。このときの説明は全協でされたかと思いますが、工期のことや経費、今言われたような経費削

減のことを理由にされておりましたが、この工事が設計金額６億9,800万円余りで発注され、６億

8,770万円余りで落札がされました。そして、本年４月には糸貫西幼児園改築が設計金額で建築が

５億4,800万円余り、機械設備が１億700万円余り、電気工事が8,060万円余りで、総額にしますと

７億3,700万円余りで発注をされました。この保育園と幼児園、設計金額６億9,800万円余りと７億

3,700万円余りの、同種類、同規模の建築物の発注を一括方式から、今回は分割方式で発注をされ

ました。このことについて市民の方から、本定例会の開会直前に問い合わせがありました。なぜ12

月には一括で発注をしたのに、４カ月後に発注された同種類、同種施設、同規模の建築物件を分離

して発注したのか理由がわからない。この一貫性がない発注方法に対する疑問の声でありました。

私は、恥ずかしながら、この質問には答えることができず、みずからも疑問に思いましたので、そ

の理由についてお尋ねをいたします。 

○議長（遠山利美君） 

 総務部長 川村君。 

○総務部長（川村登志幸君） 

 昨年12月発注の本巣保育園、それからことし４月発注の糸貫西幼児園におけます発注方法、一括
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発注と分離発注でございますが、これの違いの理由ということでございますが、先ほどの鍔本議員

への回答と重複する部分もございますが、まず発注方法でございますが、今、議員がおっしゃいま

したように、一括発注、それから分離発注、この２つございます。くどいようですけど、一括発注

といいますのは、複数の工種を１つの工種として発注する方法でございますし、分離発注とは、１

つの工事の中で各種工種ごとに、構成部分ごとに分離して、工種別に発注するといった方法でござ

います。 

 まず一括発注でございますが、先ほどの御説明と重複する部分がございます。資材が一括で購入

できること、それから建設機械が有効にできること、こういったことから経費が抑えられ、設計金

額や契約金額を低くすることができます。それから、現場管理におきましても、元請業者が下請業

者を統括して管理できるといったことから、発注者側でございますけれども、現場管理等の負担が

少なくなるといったこともございます。こうした点を勘案の上、本巣保育園の建設におきましては、

一括発注方式により発注したところでございます。 

 しかし、長引く景気の低迷、こういったものもございます。また、昨年の東日本大震災、こうい

ったことを受けまして、これが全国の中小企業者の事業活動にも影響が及んでいるといったことか

ら、国におかれまして中小企業に関する国等の契約の方針が定められまして、中小企業者の受注機

会の増大の措置ということから分離発注を推進されているところでございます。こういったことが

方針の中で地方公共団体に対しましても、こういった契約の方針を参考に、中小企業者の受注機会

の増大のための措置を講ずるようにという要請がなされてきているところでございます。 

 したがいまして、本市におきましても、この方針を踏まえまして、平成24年度より特に規模の大

きい建築工事につきましては、可能な限り分離発注を行うとしたところでございまして、今回の糸

貫西幼児園改築工事につきましては、建築、電気設備、機械設備、この３つに分離をいたしまして、

それぞれ発注をしたものでございます。 

 なお、公共工事が地域経済の活性化に資するといったことを踏まえまして、今後も、コスト縮減、

品質の確保、工期の厳守、それから市内企業の育成、受注機会の確保、それから市内経済への波及

効果、こういったものを考慮して入札制度の適正な運用に努めてまいりたいというふうに考えてお

ります。よろしくお願いいたします。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 黒田君。 

○３番（黒田芳弘君） 

 再質問させていただきます。 

 ２点お伺いをいたしますが、今、それぞれの理由を説明されましたが、分離発注にした理由が景

気低迷と震災から来る中小企業の受注機会の拡大が国からの通達があったため、西幼児園について

は分離発注にしたということであったことを受けて、まずその通達時期はいつだったのかというこ

とが１点、そしてもう１点は、理由が中小企業の受注機会増大のために分離したことでありますか
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ら、一括発注の場合は大企業が入札、下請の参加者となってしまうのか、また本巣保育園改築工事

と比べて、そのメンバーが大企業から中小企業へ応札者がかわったのか、またその入札結果は、そ

れぞれどうであったか。その２点、お尋ねいたします。 

○議長（遠山利美君） 

 総務部長 川村君。 

○総務部長（川村登志幸君） 

 まず１点目でございます。国からの通達がいつあったかということでございますが、これは中小

企業に関する国等の契約の方針ということで、平成23年６月28日の閣議決定でございます。これが、

まず１つ目でございます。 

 それから、もう１点が、ちょっと私、余りわかりません。契約の結果でございますか。 

○３番（黒田芳弘君） 

 もう一回いきましょうか。 

○総務部長（川村登志幸君） 

 済みません。 

○議長（遠山利美君） 

 それなら、黒田君、もう一回。 

○３番（黒田芳弘君） 

 先ほどの説明ですと、景気低迷ですとか震災のことがあって、中小企業の工事の受注拡大のため

に国が分離しよということを通達されたということ、結果、その通達を受けて分離したという説明

だったですね。であるならば、一括でやった本巣保育園と今回の西幼児園は、当然、その大企業か

ら中小企業にメンバーがかわったとか、何らかの変化といいますか、通達に沿ったものがないと、

その説明がおかしくなると思うんですが、だから、その結果をお尋ねしておるんです。 

○議長（遠山利美君） 

 総務部長 川村君。 

○総務部長（川村登志幸君） 

 入札制度の中身の話になるかと思いますが、一括発注でございますと、本巣保育園は、ＪＶで実

施いたしました。それで、これは建築という１つのくくりの中で行いましたが、今回、西幼児園で

は、先ほど申しましたように建築と電気設備と機械設備、この３つに分けたというところでござい

まして、この参加を建築にこだわらず、この３つの工種の業者の方が参加していただけるというふ

うに進めたものでございます。お願いします。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 黒田君。 

○３番（黒田芳弘君） 

 答えになっておりませんが、僕、調べたので言いますけれども、一括で発注したメンバーと今回
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分割で発注した建築工事は、調べますと、ＪＶの頭はかわっていないわけですね。サブが１つ入れ

かわっただけと、そういう結果なんですわ。そうなると、全くもってその整合性がつかないという

ことが１点。 

 それからもう１点、通達の日にちをさきに確認したところ、平成23年６月28日ですよね。本巣保

育園は12月に発注されたんですよね。そうなりますと、この国の通達に本市は背いたということに

なりますよね。まず、そのことが聞きたいのと、この通達に背いたことにより、国から罰則とか、

何かそんなことがあったのか、そこら辺もいかがですか。 

○議長（遠山利美君） 

 総務部長 川村君。 

○総務部長（川村登志幸君） 

 先ほど御答弁しました23年６月28日の閣議決定ということでございますが、本巣保育園につきま

しては、23年度予算で実施しておりまして、一括発注を前提とした経費を積算の上、予算計上して

おりました。分離発注による対応が困難ということでございますし、もう１点、６月28日の閣議決

定におきましては、適切な運用が図れるよう要請するということですので、今、議員がおっしゃる、

そのペナルティーといいますか、罰則といったものはございません。お願いします。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 黒田君。 

○３番（黒田芳弘君） 

 もう１回言いますよ。先ほどの説明では、この長引く景気低迷と震災からの、中小企業を助ける

ために、その受注機会を拡大するために分離方式にしよという国の通達に従ってやったということ

なんですね、今回の入札は。であるならばですよ、一括で発注したときは大企業だったので、小さ

い中小企業が参加できるようにしたというふうにならんとおかしいと思うんですがね。 

 それで、先ほど私が申し上げたように、そのメンバーが余りかわっていないということなら、内

容は何にも、方式が変わっただけで、通達には、その効果というんですかね、そんなものは全然な

いかと思うんですが。いいですよ、答えられなかったら、それでもいいですけれども、そういうこ

とを聞きたいということですよ。 

○議長（遠山利美君） 

 総務部長 川村君。 

○総務部長（川村登志幸君） 

 建築という部分に関しては、今、議員さんがおっしゃるように、メンバーそのものは、ちょっと

今記憶、私、よう比較していませんけど、かわっていないと思いますが、電気とか、あと機械設備、

こういったところでそれなりに業者さんが入札に参加できる。これ、分けなかったら、この電気設

備とか機械設備の業者さんは、元請としてその入札に参加することができなかったということにな

りますので、これはある意味一括と分離、今回、前の本巣保育園と西幼児園での違いはあると思い
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ます。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 黒田君。 

○３番（黒田芳弘君） 

 まあ、いいです。 

 市長に、これ通告してありますね、括弧で、お聞きいたします。 

 発注にしては、一括にしても、分割にしても、常に一貫性というものがないと、ただいまのよう

な説明を受けても、市民から見ると、何かそこら辺は市民にはわからないわけですから、市民から

見て何らかの疑念を持つのは当然だと僕は思うんです。 

 私は以前から申し上げていますように、やっぱり納税者である市内業者への受注機会拡大が最大

に優先されるべきであると考えます。中小企業の受注拡大といっても、中小企業とは、これは私、

調べたんですが、建設業では資本金３億円以下、従業員数が300人以下というふうに定義をされて

います。本市の市内業者にあっては、中小企業といっても小規模事業者や零細企業というのがその

ほとんどでありまして、これらを助けるために、本市は無理をしてまで、あえて住宅リフォームの

助成事業をやっているのではないかと考えるわけであります。 

 地方分権が叫ばれて久しい中、地方の自治体は、生き残りをかけた戦いがもう既に始まっており

ます。ですから、みずからが発注する工事は、地域の経済活性につなぐため、納税者である市内業

者に発注をし、市内在住者への雇用拡大につなぐといった、これに特化した発注方法をとるべきで

はないのか、いま一度お聞きをいたします。 

○議長（遠山利美君） 

 市長 藤原勉君。 

○市長（藤原 勉君） 

 公共工事の発注について、今、それぞれ御質問があって、御答弁もさせていただいております。

それぞれ言われておることが、論点の少しすれ違いのようなことも、ちょっとようようある部分も

ございますけれども、基本は鍔本議員にお答えし、また今、黒田議員にお答えしておりますように、

私どもは、かねてから公共工事の発注というのは、やはり市内業者優先でやっていくということを

申し上げておりまして、市内業者のために契約等々はですね。市内業者でできないものはやむを得

ませんけれども、市内業者でできるものは市内業者にやるということをかねてから指示もしており

まして、どういう業者を入れるか入れないかというのは、議員御存じのように、私はそういう会議

の中には一切入っておりませんので、それぞれどういう業者を指名しているとかということは全然

存じ上げておりませんけれども、基本はそういうことを前提でぜひやってくれと、こういうことで

お話をしております。 

 そうしたことで入札方法も、市内業者も入った一般競争入札、また指名競争入札、随意契約、そ

してまた大きい工事になっても共同企業体方式というようなことで、可能な限り市内業者をそうい
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う入札の場に入れて工事をしていくということで、実際、実施いたしております。 

 今後も、やはり議員御指摘のように、地域経済をしっかり支えていただいておる一員でもござい

ます。これからも、受注機会を可能な限りつくり出してやっていきたいとは思っております。 

 そういったことで、これからも公共工事の発注には市内業者を優先ということをしっかりと指示

しながら、そしてできる限り市内の皆さん方に喜んでいただけるように、そういうような入札方法

でやっていきたいというふうに思っております。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 黒田君。 

○３番（黒田芳弘君） 

 市長の考え方は以前より変わっていないということを確認しましたので、結構でございます。 

 ３項目めに移ります。 

 今回のような、やっぱり大規模な発注物件に対しまして、ましてや、この発注方法を変えるよう

な場合については、やはり事前に全員協議会や委員会などでその旨を説明して議会の意見も聞くべ

きではないのか。意見を聞くといいますか、今言ったようなことを説明するべきではないのか。そ

ういうすることで、各議員が市民に問われたときに説明ができますし、また疑念を持つこともなく

なるのではないかと、それが市民が望む開かれた透明性の高い議会と言えるのではないか。 

 議会への説明責任について、市長にお尋ねをいたします。 

○議長（遠山利美君） 

 市長 藤原勉君。 

○市長（藤原 勉君） 

 今、発注の方法を変えた場合、議会へ説明云々と、こういうお話もございました。発注の方法と

かというのは、別に何ら新しいことをやっているわけでもございませんで、市のそれぞれの責任あ

る職員が構成メンバーになっております、いわゆる請負業者選考委員会というところで、総合的に

発注方法をどうするか、そしてその時々、どういう市内業者、どういった方々を指名するとか、ど

ういう方に入ってもらって一般競争をやるとかというような形は、それぞれそこで判断をしていた

だいておりまして、これは別に難しい話ではなくて、やましい話でも全然ございませんで、合議体

でやっておりますので、そういうことは私は、いろいろな形で疑問を持たれるようなことはないと

いうふうに思っております。 

 そういったことから、すべて公開の場で、公開というより、市の職員の中では公開の場でやって

おるということで、それを議会に一つ一つ全部説明しないからどうかというのは、それはちょっと、

そこまでいくのはどうかなというふうに思っております。 

 特に今回の本巣保育園の場合は、今まで基本的には一括で経費的なものを考えながらやってまい

っておりますし、先ほど部長がお答え申し上げましたように、この一括発注ができれば23年度予算

で、経費の合理化云々等も考えて一括方式でやってきた。それを23年の途中から、国のほうから、
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こういう何とか分割法で多くの方に受注の機会をふやしたらどうだろうということで閣議決定をさ

れ、それの要請を受けたということで、そういうことを踏まえながら、24年度予算の中では、分割

方式のことも考慮に入れながら予算編成もしたというふうに理解をいたしております。 

 そういったことで、それを踏まえて、議会のほうへすべてそういうことを一つ一つ全部言わなき

ゃならないかどうかというのは、そしてそれについて疑念とか疑惑を持たれるというようなことは、

私は全然ないというふうに思っておりますので、その辺だけ御理解いただきたいと思っております。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 黒田君。 

○３番（黒田芳弘君） 

 今、市長のお話で繰り返しますと、疑念を持たれるようなことは何もないので、そんな議会への

説明の必要はないというような御答弁でございましたが、市民の方から見れば疑念を持ったんで私

のところへ来たわけでありますので、やはりこの近い大型物件、特にみんなが注目するような大型

物件でありますね、今回の物件は。それが、12月にはこうで４月にはこうだということについて、

やはり僕らもそれだけ見ると、なぜというやっぱりクエスチョンがつきますんで、そこら辺は市長

は必要はないとおっしゃられましたが、私はどうかなあということは思いますので検討してくださ

い。 

 次に移ります。 

 ２点目、原発の再稼働についてお尋ねをいたします。 

 東日本震災から２回目の夏を迎えようとしております。６月16日、関西地域の電力不足を理由に、

まるで政府につくられたシナリオどおりかのごとく、幾つかの手続と幾つかの過程を経て大飯原発

の再稼働が決められたものであります。そして、大飯原発再稼働の場合は、関西、関電への電力需

要のために、中部電力、北陸電力、中国電力に求めていた５％の節電目標を解除する方針であるよ

うであります。 

 現在、我が国では54基の原子力発電所がありますが、５月５日に北海道電力泊原発３号機が定期

検査に入ったことで、国内すべての原発が停止状況にあります。 

 そんな中、各電力会社がこの夏の電力不足についての試算を示しましたが、関西電力は、大飯原

発の再稼働がない場合、一昨年比15％の電力供給不足が生じるとしました。電力不足の解消へ原発

を再稼働させるべきなのか、原発ゼロ状態に経済活動やライフスタイルを合わせたほうがいいのか、

またその場合、立地地域の経済や生活保障はどうするのか、意見はさまざまでありますが、野田総

理は、８日の記者会見で「大飯原発について再稼働すべきというのが私の判断だ」と述べ、さらに

「夏場限定の再稼働では国民の生活は守れない」と語り、橋下大阪市長らが求めた、この夏に限定

した再稼働を否定いたしました。その理由といたしまして、電力価格の高騰で産業が空洞化し、雇

用の場が失われる可能性や、突発的な停電により病院などで生命の危険にさらされる人が出ること

を上げました。私たちは、この日本国のトップとしてのこの判断をどう評価すべきなのか、これま
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でを振り返り、少し考えてみたいと思います。 

 まず、４月13日、政府として原発の再稼働を判断する総理と関係閣僚３人による４者会議で大飯

原発３号・４号機の安全性と必要性が確認できたとして、再稼働を認める方針が固まりました。 

 ３日の初会合から新安全基準の決定、関電からの安全対策工程表提出、再稼働妥当の判断等、流

れるような関係閣僚会議が続き、翌14日には枝野経産相が福井県知事を訪問し、関係者と会談し、

再稼働を要請いたしました。 

 その後、５月14日には、立地自治体であるおおい町議会は、賛成多数で再稼働に同意、電力供給

を受ける側の関西圏では、安全基準があいまいだとしてあれほど強硬に反対していたが、５月30日

に暫定的な安全判断であることを前提に、限定的なものとして容認する旨の共同声明が出されまし

た。６月13日は、おおい町長が同意を表明、16日は福井県知事が同意をし、私はこの流れるような

一連の経過に、再稼働ありきの前提で進められた出来レースのような気がしてなりません。そして、

何よりも原発の安全というものに対して暫定的な安全判断だとか、限定的な再稼働だとか、そんな

言葉自体が存在していいものか、強く疑問に思います。 

 確かに現在の日本の電力供給の約30％を担う原子力発電は、戦後の目覚ましい我が国の復興に大

きく役立ったことは周知の事実であり、これまでの経済成長に原子力発電なしではなし得なかった

ことは間違いのないところであります。しかし、そこには常に原子力の安全神話があったからにほ

かなりません。私たちは、このたびの福島の原発事故で放射性物質拡散の影響は、はかり知れない

ことを学びました。これは、今後の原子力発電を含めた電源開発に当たり、将来へ語り継いでいか

なければならない教訓であります。 

 国内の30％を占める原子力発電を直ちに全面廃止することは、物づくり大国日本の経済連や医療

現場、そして国民生活への影響を考えると現実的ではありません。しかしながら、関西地域での電

力不足を理由に再稼働を急ぐことは間違った判断ではないのか。そもそも原発の安全性と電力需給

の逼迫は、同率に論じるべき問題ではないようにも感じます。 

 そこで、まず１点目でございますが、この夏の電力不足についてお尋ねいたします。 

 私は、昨年の９月定例会において、本市の電力供給に関する中部電力の浜岡原発が安全点検のた

め停止状態に入ったことから、停止ということは、当然再稼働が前提にあるので、そのための新し

い安全基準策定や電力不足による経済や住民生活への影響を回避するため、電力の安全供給と新エ

ネルギー導入促進を求める意見書を提出させていただきました。そのときは、メディアを通して言

われておりました電力不足を真に心配したからのことであります。 

 それで、日がたちまして、現在はどうか。私は、原発がないと本当に電力が不足するのかという

大きな疑問があります。 

 橋下大阪市長がまだ知事だった昨年夏に、庁舎内で節電に頑張っていた大阪でこんなことがあり

ました。大阪府庁が幾ら節電に努力しても、電力不足解消に貢献できないという事実であります。

どういうことかと申しますと、15％の節電を求めている関西電力は、入札でエネットから電力供給

を受けている大阪府庁などが節電して発生した余剰電力について購入を拒否し続けておりました。
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翌日になって撤回をいたしましたが、これに怒った橋下知事は、突然大阪府庁の節電をやめると発

表いたしました。節電を要請しながらも、他社の余剰電力は買い取らないという地域独占企業体の

エゴ丸出しで、そこには損得に働く企業ゆえの経営面が見え隠れいたします。 

 この問題につきましては、何よりも、まずもって電力不足が生じなければ、あるいは解消されれ

ば原発の再稼働は緊急を要しないし、もっと言えば不必要になるはずであります。 

 電力供給については、毎年、冷房需要が高まり集中する夏が一番心配されておりますが、この夏

の電力不足について電力会社からの情報や見通しなど予想される状況と、本市のことしの夏の節電

対策についてお尋ねをいたします。 

○議長（遠山利美君） 

 答弁を市民環境部長に求めます。 

 市民環境部長 山田敏晴君。 

○市民環境部長（山田敏晴君） 

 それでは、ただいまの質問についてお答えさせていただきます。 

 ６月４日に中部電力岐阜支店長が来庁され、ことしの夏の需給状況の見通しと節電への協力のお

願いについて説明があり、内容としましては、中部電力管内では火力発電の稼働などにより安定供

給のめどが立っていますが、特に西日本の各地域で深刻な電力不足が見込まれることや、政府の電

力需給に関する検討会合及びエネルギー・環境会議において、７月２日より９月７日までの平日

（８月13日から15日を除く）９時から20時までの間、最大需要電力を平成22年度実績で５％以上節

電していただくことを主とした要請を受け、お客様の御協力を受けながら西日本地域の安定供給に

貢献するということですので、本市においても節電並びに地域の皆様への節電の周知について協力

依頼がありまして、市としましても、広報「もとす」などに掲載することにより協力してまいりま

す。 

 また、市役所の取り組みとしましては、今までどおり、昼休みの窓口以外の消灯やノー残業デー

の徹底、クールビズや各庁舎への緑のカーテンによる暑さ対策を行っています。 

 市民の方には、自宅や職場などでの緑のカーテンの設置や、待機電力の削減などの節電について

呼びかけていきたいと考えております。 

 次に、日中に家庭の電力を賄うことができ、災害時の非常用電源として活用が期待できる太陽光

発電システムにつきましても、今後も推進し、補助を続けていきたいと思っています。以上です。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 黒田君。 

○３番（黒田芳弘君） 

 今、５％ですね、ことしのあれは、ということでありましたが、本市の対策といたしましては、

消灯やクールビズや緑のカーテン、これまでと何らそう進歩のない節電対策かなあというふうに感

じておりますが、節電というものに対しましては、本市といたしましては、あくまでも電力会社の
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要請の枠内で実施をするという考えでよろしいですか。 

○議長（遠山利美君） 

 市民環境部長 山田君。 

○市民環境部長（山田敏晴君） 

 今も御説明いたしましたように、中部電力管内では火力発電などの稼働による安定供給がめどが

立っているという、そんなような状況でございますので、今回、今も回答させていただきましたよ

うに、節電については今の回答で、先ほど出ておりますので、よろしくお願いします。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 黒田君。 

○３番（黒田芳弘君） 

 次へ行きます。２項目めに移ります。 

 先週の日曜日、本市で「少年の主張大会」がありました。この中で小学６年生の女の子が「震災

から学んだ我慢すること」という題材の発表の中で、こんなことを語っておりました。私たちは、

今、当たり前のように学校に通い、好きなものを食べ、何不自由なく電気がある生活が送れている。

でも、震災後、被災者の生活のことを思うと、考えなければならないことがあるのではないか。原

発の再開と電力不足の問題、命とお金とどちらが大切か、私は迷わず命が大切だと思う。そして、

この震災をこれからの地球に送られたメッセージとして将来を考えていきたいと、こんな小さな子

がしっかりと、まじめにこの問題に対して考えていることに感心させられたわけであります。 

 今、日本じゅうが原発の再稼働に向け、進める側と、もう一方では再稼働を反対する側で議論が

交わされ、それぞれが行動がされております。前者側といたしましては、電力不足が経済の停滞を

招く、医療機関への影響、住民生活の影響から再稼働が必要、そして後者といたしましては、そん

なことよりも安全神話が崩壊した原発への不安から絶対に反対、またそれには国全体を預かる政府

の立場、原発立地側の立場、電力供給側と、事故があった場合、大きな影響を受ける側の立場、原

発に莫大な投資をいたしまして、その経営そのものにかかわる電力会社の都合、原発そのものに絶

対反対の人など、それぞれの立場によっても再稼働については意見や行動が異なります。 

 閣僚によるエネルギー環境会議が示したこの夏の電力需給と節電目標案、これは猛暑となった

2010年度並みを想定したものでありますが、これによりますと、全国の電力会社９社の中でマイナ

スとなっておりますのは北海道電力の1.9％、関西の14.9％、九州電力の2.2％のみで、あとの６社

はすべてプラスとなります。トータルでは全体で0.1％のプラス、余り余裕はありませんが、つま

り不足しないということになります。 

 福島の原発事故の後でも中部電力だけ見ても、昨年８月１日から５日間連続で関電へ緊急融通を

し、冬期も12月10日から断続的に40万キロワットを送電、同じく、ことし１月24日からは九州電力

へも40万キロワットを送電したそうであります。 

 これは私も知らなかったんですが、中部電力からでも九州電力のような離れたところへも送電が
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できるのであります。こんなことができるのであれば、電力管内だけで節電が必要とか不必要とか、

見識の狭いことではなく、それこそ全国民が全地域で全力で節電に取り組めば、もっと予備率は上

がり、それこそ現在すべての原発がとまっているこの状況であるので、再稼働しなくても努力すれ

ば乗り越えられるのではないか。そのうちに原発にかわる新しい発電システムを少しずつふやして

いけば問題は解決するのではないかと、最近思うようになりました。 

 現在、国内で大きな議論を展開している原発再稼働について、本市の見解と本市としての対応に

ついてお尋ねをいたします。 

○議長（遠山利美君） 

 市長 藤原勉君。 

○市長（藤原 勉君） 

 それでは、原発の再稼働に当たりましてお尋ねがございましたので、お答え申し上げたいと思い

ます。 

 まずもって、先ほど来、黒田議員のほうから、今回の原発の問題についてのお話をお聞きしてお

りまして、基本的には私も全く同じ気持ちを持っております。経済性も、もちろん大事ですけれど

も、やはり安全をしっかりしながらやっていくということが大事だろうなあというふうに思ってお

りまして、今回の大飯原子力発電所の再稼働というのは少しどうかなあというような思いもいたし

ております。 

 少し答弁のほうもつくらせていただいておりますので、お答え申し上げたいと思いますけれども、

福井県内に立地いたしております関西電力大飯原子力発電所の３号機及び４号機につきましては、

稼働停止状態が継続した場合、先ほどからお話が出ていますように、ことしの夏、電力不足に陥る

という可能性があるという判断、それから従来のストレステストのルールに加えて、わずか３日間

で策定された安全基準と、こういうものに基づきまして安全性を確認したということで、政府とし

て安全宣言を出しました。そして、地元の福井県、今のおおい町の了解も得られたということで、

大飯の３号機、４号機の再稼働が６月16日になされたところでもございます。 

 しかしながら、再稼働の基本となりました安全基準の策定というものは、福島の第一原発の事故

の検証ができていない中で、しかも密室とは言いませんけれども、余り国民に公開することなく策

定されたというふうで、私はこの安全基準、それにもちょっと大きな疑問を抱いておるところでも

ございます。 

 言うまでもなく、私ども、かねてから申し上げておりますように、若狭の地域で原子力発電所の

事故があった場合、我々はこの岐阜県、この西濃地域も含めて西のほうの我々の地域は、本当に大

きな被害を受ける。特に季節によって、秋から春までの間は、北から風が吹いてまいりますのでだ

めです。夏は南からですのでいいですが、そういったことで、時期、季節によりますと、我々岐阜

県は、大きな被害を受ける、大変可能性のある地域でもございます。 

 こうしたことから、県もそれぞれ、お話も申し上げておりますけれども、原発の再稼働に当たっ

ては安全性確保というのが、やっぱり第一だということでもございまして、今回も安全だという話
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もやっていますけれども、こういう本当の安全基準というのがしっかりと見られたものでもない。

そして、福島第一原発の事故の十分な検証も踏まえたものでもないということで、今、ようやく政

党間の協議が調って、今後、独立性の高い原子力規制委員会というのが発足するようになっており

ます。国においては、この原子力規制委員会ができた後の審議で、この後のまた再稼働等々は検討

していくというお話もされておりますけれども、こうしたしっかりと事故の反省に立って検証して、

新たな安全基準というものを先につくっていただいて、その基準に基づいて本当に安全だというこ

とをしっかりと国民にも公表し、そして理解を得た上でやっていくべきじゃないだろうかというこ

とを思っておりまして、そういった点からも、先ほど来、お話し申し上げましたように、今回の大

飯原発の再稼働の動きというのもちょっと拙速じゃないだろうかと、やはり将来に不安を先送りし

たものじゃないだろうかというふうに思っております。 

 しかし、国のほうで大飯原発の再稼働が決定されたということでございますので、我々は、原発

の事故があったときに被害を受けることが想定される地域でもございます。これからも県と連携を

図りながら、この原発事故から市民の安全を守るための対策というようなことを国・県の指導を受

けながら、しっかりと協議して、また検討してまいりたいというふうに今考えております。 

 今回の東日本大震災は、先ほど議員の御質問の中にもありましたけれども、我々は、やっぱり今

回の東日本大震災で認識させられたことがございます。それは安全には絶対がないということでも

ございますし、人類がいろんなものすべてをコントロールできるということはなかなかできないよ

ということも今回の東日本大震災でも受けたところでもございます。ということから、人類がつく

り出した原子力発電というのは、これから特に十分注意しながらやっていかなきゃならないという

ふうに思っております。 

 できることなら、こういった原発に頼らずに電力を安定供給できるような、先ほど来、お話も、

先ほど部長のほうから節電だけのことでどうのこうのと、対策だけだというお話ししましたけれど

も、そういったものをもっと超えてエネルギー政策、やはりもっともっといろんな形で節電をしな

がら、原発に頼らなくてもこの生活がしっかりとやっていけるような、そういうエネルギー政策と

いうのを、やっぱり国を中心に考えていく必要があるのじゃないのかというふうに思っています。

これは、やっぱり人類に与えられた、私は大きな課題であるというふうに思っております。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 黒田君。 

○３番（黒田芳弘君） 

 時間がありませんので、次へ行きます。 

 ３点目、東日本震災における被災地復興支援について質問いたします。 

 東日本震災から１年３カ月が経過をいたしました。私は、今もこの震災のことを忘れないように、

現地で見た情景やいろんな写真集、そしていろんな小さな支援を続けながら、自分自身にこの震災

のことを忘れないようにしております。でも、あのころよりは少しずつ、自分のこの度合いという
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ものに変化があるのではないか、そんなことを問いかけながらの毎日でございます。 

 これは仕方のないことかもしれませんが、震災の情景がメディアから少しずつ消えていき、国民

全体がそんなふうに薄れてきているように感じます。でも、被災地では、避難所生活から仮設住宅

に転居はできましたが、その後の状況は余り変わっていないのが現状であります。被災者の方々は、

今も一部の人たちが危険だとする瓦れきの近くで生活をしております。被災地の復興には、まずは

まちの再整備のため、震災瓦れきを片づけなければ何も始まりません。ですが、その瓦れき受け入

れとなると、国が示した安全基準のものでも、ここには持ってくるな、放射性物質を全国に拡散す

るなと、一部の人から猛烈な反対運動が起こり、なかなか前へ進めません。 

 この瓦れき受け入れについての考え方は、人それぞれであり、あしたにもこのことで質問がある

ようでございますので多くは述べませんが、私の思いは、やはりすべての国民が東北の瓦れきでは

なく日本の瓦れきと思い、みんなで片づけ、国全体が公平な立場になって、一日も早く被災地の復

興に当たるべきと考えております。 

 そこで、まず１つ目ですが、被災地の復興支援について、現在、本市はどのような形で取り組ん

でいるのか、お尋ねをいたします。 

○議長（遠山利美君） 

 答弁を総務部長に求めます。 

 総務部長 川村登志幸君。 

○総務部長（川村登志幸君） 

 それでは、本市の被災地復興支援に係る取り組み状況ということでお答えさせていただきます。 

 これまで取り組んでまいりました被災地の復興支援策といたしましては、義援物資の提供、それ

から日本赤十字社岐阜支部へ義援金として205万円余を送金したほか、市内で開催されました各種

イベントでの募金、それから各種団体からの義援金を震災孤児及び遺児への修学資金ということで、

合計でございますが794万878円、この額を岩手県釜石市へ寄附を行ってきたところでございます。 

 また、このほかには、人的支援といたしまして市の職員を被災地等へ派遣して、現地の支援に取

り組んできたところでございます。 

 現在の取り組み状況といたしましては、引き続き日本赤十字社への義援金の受け付けを継続して

実施しているほか、この後でございますが、市職員の派遣も予定しているところでございます。以

上でございます。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 黒田君。 

○３番（黒田芳弘君） 

 ２つ目に移ります。 

 早期の復興を願うことは、だれもが同じであろうかと思います。その支援の形は、人それぞれで

ありまして、生活の苦しい人や豊かな人、時間的余裕のある人、ない人、被災地に近い人、遠い人
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など、それぞれの立場で情勢は変わってきております。また、それは企業や団体、自治体によって

も同じことが言えます。できることを少しずつでも継続的に行うことが必要ではないか、そしてこ

のことが被災地にとっては一番大事なことではないかと言えます。 

 今後、必要な支援は何なのか、本市として可能な支援は何なのか、そしてこの本巣市のトップと

してどう行動していくのか、市長にお尋ねをいたします。 

○議長（遠山利美君） 

 市長 藤原勉君。 

○市長（藤原 勉君） 

 それでは、東日本震災におけます被災地復興支援の今後の可能な支援はどうするかということに

ついてお答えを申し上げたいと思います。 

 今、被災地では復興への取り組みということで国の復興基金等の支援策を受けまして、被災者の

生活再建に向けての住宅整備、また漁業や農業などの産業基盤整備、また道路、鉄道等の整備とい

うのが、今、順次進められているというふうに聞いています。 

 ただ、そういった中で、なかなかこのスピードが、ちょっとお話がございますように、復旧・復

興への取り組みというもののおくれがあわせて指摘もされておるところでございますし、またなか

なか要望したものが、そのとおりなかなか、国の交付金の対象にならないだとか、スムーズに手続

が済まないとか、いろんなお話も出ていて、復旧・復興の取り組みというのはおくれているという

ことは報道もされておりますし、聞いてもおります。 

 こうしたハードの施設整備のほかに、地震とか津波被害によりまして被災された多くの方が住み

なれた場所を離れ応急仮設住宅等で、今、生活をされております。先ほどちょっとお話もございま

したけれども、そういう中で体調不良とか、ストレスを抱える、そういった方々も多く出ておりま

して、その方々への健康管理とか、また精神的なケアというのが大きな課題になっておるというこ

とで、そういう被災の自治体におきましては、職員そのものも被災している中で、そうした仮設住

宅等々へ入っている方々の健康調査事務というのにも大変苦労されているというようなことも聞い

ております。 

 このように、ハードの施設整備等、それからまたこういった人的な健康管理等を含めたソフト、

両面の早急な対策というのが求められているのが現状であろうというふうに思っております。 

 この本巣市といたしましても、今後も被災地からの要請を受けて、物的・人的支援というものに

つきましても、市として可能なものにつきましては、最大限行ってまいりたいというふうに考えて

おります。 

 日赤を通じての義援金等々は、ことしの９月で打ち切られる、募金募集のほうも終わるというふ

うに聞いておりますけれども、その後も、もし金銭的なものも必要だとなれば、そういうことも引

き続きまた考えていきたいと思いますし、またソフト面のほうでは、先ほど部長のほうからもお話

し申し上げましたけれども、釜石市のほうからは、昨年度と引き続いて、今年度も引き続き保健師

等の人材の派遣をお願いしたいというような要請が来ておりますので、ことしもまた保健師を釜石
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へ派遣をしていきたいというふうに思っております。 

 そしてまた、きょうの質問と、またあす以降に瓦れき等々が、またいろいろお話がございますけ

れども、瓦れきの処理のほうは、今、いろんな動きが出てきておりまして、またあすの答弁でもお

答え申し上げる予定にありますけれども、今、瓦れきの処理のほうも大きく動いてきております。

きょうの愛知県議会でも、愛知県知事が瓦れきの処理施設はつくるのはやめますと、そこへ持って

きてやるようなことがなくなってきているというようなこともあって撤退しますというようなこと

も出ておりましたが、不燃物等々のやつがまだまだ課題として残っておりますので、そういったも

のをどうするかということが今後の大きな課題になっていくんだろうと思っていますけれども、こ

のように、日々瓦れき処理のほうも動きが出てきておりますので、大体新聞報道等によれば、何と

なく可燃物のほうは目鼻がついてきているんじゃないかというようなお話も聞いております。７月

末を目途に、今、割り振り等々がやられておりますけれども、その時点で瓦れきのおよその処理の

方向というのは見えてくるんじゃないだろうかと思っています。 

 我々本巣市も西濃環境を通じて、いろいろと可能なものであれば協力しますよということはかね

てから申し上げていますけど、そういういろんな状況をこれから踏まえながら、可能なものについ

ては検討していきたいというふうに思っております。以上でございます。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 黒田君。 

○３番（黒田芳弘君） 

 私は、今回、この後半の質問の中で東日本震災に係る原発の再稼働と被災地復興の２つを取り上

げました。現在、震災からの復興に当たっての瓦れき処理の問題も、電力不足解消への原発再稼働

の問題に対しても、この放射能という人類にとってとても便利で、また一方ではとても危険なもの

がかかわり、これが同じ中で議論がされておりまして、再稼働を含めた原発の問題と被災地復興の

問題は、それぞれ別に考える問題であると私は思います。 

 原発再稼働については、今後、今のエネルギーをどう節約し、新しいエネルギーをどうつくって

いくかというこれからの問題であり、当面は節電などのエコ活動をみんながその気になって徹底す

れば解決できる問題であります。 

 しかし、もう一方の、この瓦れきに代表されます被災地復興の問題は、この瓦れき処理がおくれ

ると、復興そのものがおくれる問題であり、それこそ一日でも早く受け入れ処理しなければ、被災

地の復興をだれもが願ってもかなうものではありません。 

 私がこの２つの質問から最後に市長に申し上げたいのは、瓦れきの広域処理が必要だと思うのな

ら、周りに気にすることなく積極的に進んでほしい。そして原発の再稼働については、電力不足が

解消されれば再稼働しなくて原発ゼロの安心が生まれるわけでありますから、自分のまちだけの小

さな見解にとらわれず、県や全国の市長会で国挙げての積極的な節電を呼びかけてほしいというこ

とであります。 
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 私たちが住むまちの私たちが選んだ、選ばれた市長でありますから、隅のほうでおとなしくして

いるのではなく、積極的に全国へ発信をするような強いリーダーシップを発揮する、そんな市長で

あってほしいと願うところでございます。 

 これは私の勝手な理想像でございますので、答弁は特に求めませんが、何かあれば。 

 これで質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○市長（藤原 勉君） 

 ありがとうございます。 

○議長（遠山利美君） 

 暫時休憩します。３時５分から開会しますので、御参集ください。 

午後２時50分 休憩  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午後３時05分 再開  

○議長（遠山利美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ４番 舩渡洋子君の発言を許します。 

○４番（舩渡洋子君） 

 通告に従って、大きい項目で３点質問をさせていただきます。 

 まず１点目ですが、通学路の安全対策についてお尋ねをいたします。 

 この４月以降、登下校中の児童等の列に自動車が突入し、多数の死傷者が出るなど、通学路にお

ける交通安全を脅かす重大な交通事故が連続して起きています。こうした情勢を受けて、文部科学

省、国土交通省及び警察庁の３省庁が連携をして対応策を検討し、通学路における緊急合同点検を

８月31日までに実施するというふうに聞いていますが、本市においてはこのことをどのように進め

られるのか、お尋ねをします。 

 そこで、１点目の、まず本市における通学途中の事故の実態をお聞きいたします。 

○議長（遠山利美君） 

 答弁を教育長に求めます。 

 教育長 白木裕治君。 

○教育長（白木裕治君） 

 第１点目の、通学途中の事故の実態につきましてお答えをさせていただきます。 

 今、お話ございましたように、本年度４月後半から大変な事故が起こっておりまして、本年度、

本巣市の通学途中の事故でございますけれども、２件発生しております。これは、小学校では発生

しておりません。いずれも、中学生の自転車と車の接触事故でございます。この２件のうち１件で

ございますが、自転車で横断歩道のある県道を横切っていた際に、横断歩道に入ってきました車と

接触いたしまして転倒した事故でございます。幸い車のスピードも出ておらずに、軽傷で済んでい

るところでございます。 
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 それから、もう１件の、やはり自転車事故でございますが、優先道路を走っていた自転車に、狭

い道路から出てきました車が接触をした事故でございます。生徒は、事前にこのことを察知してお

りましてスピードを緩めましたために、これも軽傷で済んでいるところでございます。 

 以上、２件が今年度発生している事故でございますけれども、ちなみに、昨年１年間で発生した

通学途中の事故、これは６件ございます。そのうち、１件は小学生でございます。この小学生の件

でございますけれども、集団下校をいたして帰るときでございますけれど、最終の集合地点で解散

をいたしまして、それから自宅へ戻る途中で、この小学生はきちんと横断歩道を渡ったわけでござ

いますけれども、そこへ車が、スピードはゆっくりではございましたんですが、これも入りまして

接触事故を起こしております。 

 それから、あとの残りの５件は、これは中学生の自転車と車の接触事故でございます。以上でご

ざいます。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 舩渡君。 

○４番（舩渡洋子君） 

 ありがとうございました。 

 中学生のほうが多いということは、ちょっとなれてきたというか、そういうこともあるのかなあ

というふうに思います。 

 ２点目ですけれども、総点検をされるわけですが、そういった中でどういうことに考慮して総点

検をされるのか。例えば、子供の目線で見ていくとか、そういったことがあると思いますが、そう

いった安全対策の取り組みをどのようにされるのか、お尋ねをいたします。 

○議長（遠山利美君） 

 教育長 白木裕治君。 

○教育長（白木裕治君） 

 そういたしましたら、２点目の総点検の件についてでございます。 

 これにつきましては、議員お話ございましたように、３省庁合同でということで、文部科学省の

ほうから６月８日でございますが、最終的には県のほうから教育委員会のほうへ通知が届いている

ところでございます。この緊急合同点検の内容でございますが、これまで毎年学校が保護者ととも

に実施をしてまいりました通学路の点検、これについて８月末まででございますけれども、道路管

理者及び地元警察署を加えまして、もう一度きちんと見直すと。そういうことともに、対策が必要

な場所、これを明らかにして、その後の対応を検討していく、そういう内容のものでございます。 

 本市においてでございますが、既に各学校において４月、５月のうちに、ＰＴＡの方々、そして

地元の方々の協力を得ながら通学路の点検がなされております。その結果をもとに、現在、学校教

育・建設・総務の３課によりまして合同点検が必要とされる箇所の洗い出し作業に取りかかってい

るところでございます。 
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 この作業の中でございますが、学校から出されました危険箇所につきまして、教育委員会の学校

教育のほうで登下校の時間、朝７時ぐらいからと、それから下校時間ですね、この両方にわたりま

して現地に出向きまして、子供たちと一緒に通学路を歩きながら聞き取りをしたり、安全をサポー

トしてくだっております地域の方、そして旗当番の保護者の方々から情報を集めるなどしまして、

より子供の目線に立った安全点検に努めるように努力しておるところでございます。以上でござい

ます。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 舩渡君。 

○４番（舩渡洋子君） 

 ありがとうございます。 

 もう既に点検等、何回もあると思いますが、幾ら子供が気をつけて登校していても、先般起こり

ました事故というのは運転をしている人が不注意であったというような、そういうことがあります。

特に通学路を皆さんで列をつくっていくというのは、いざ事故があったときには多くの人を巻き込

んでしまうというような、そういった点もあると思いますので、今後、そういうことに対する対応

といいますか、しっかりとこの点検をしていっていただきたいというふうに思います。 

 そういう意味で３点目の、例えば歩道やガードレールの設置とか、路側帯を拡張するとか、カラ

ー舗装などの、そういったハード面の取り組みを、今のここをこういうふうに変えたほうがいいと

いう結論が出た場合に、そういうことも可能なのかどうかということをお尋ねしたいと思います。 

○議長（遠山利美君） 

 教育委員会事務局長 髙橋卓郎君。 

○教育委員会事務局長（髙橋卓郎君） 

 ハード面の取り組みについての御質問ですけれども、このことにつきましては、学校教育と建

設・総務の３課により、危険な箇所の修繕、改修に計画的に取り組んでおります。 

 この２年間につきましては、特に学校周辺のカラー舗装化に取り組み、これまで合計3.2キロに

わたり実施してまいっているところでございます。 

 歩道やガードレールの設置、路側帯の拡張につきましては、これまで交通量の少ない道路を通学

路とするなどの対応をしてまいりましたが、今後の交通量の変化において対応が必要となった場合

には、その都度対応してまいりたいと思っています。よろしくお願いします。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 舩渡君。 

○４番（舩渡洋子君） 

 昨年ですが、隣の瑞穂市で登校中の中学１年生の男子が車にはねられて亡くなったという事故が

ありました。瑞穂のほうでは、その現場であった市道を改良して、片側１車線の道路のセンターラ
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インをなくして、運転手が速度を出しにくい、車道を狭くして、その分、路側帯を１メーターぐら

い広く拡幅してカラー舗装も施したという、そういったことがあります。 

 先般、京都の亀岡市で起きましたこの事故の現場を写真で見たわけですけれど、本当にどこにで

もあるような道路といいますか、ちょうどうちの近くの軽海の子たちが登校するあの道がよく似て

いるなあというふうに思ったんですが、車の通る道、割と車がすりかわるにはぎりぎりぐらいのと

ころの道で、歩道というよりも線が引いてありますが、特別区切られているわけではないという、

そういう道でこの事故が起きたわけです。本当に本市の中にもそういった危険な箇所というのはあ

るんだろうなあって、特に車の量が今ふえましたので、そういった点もしっかりと考慮していって

いただきたいということと、あるところでは通学の時間帯は、例えば進入禁止とか、「ゾーン30」

といって学校の近くの道路は30キロ規制をするとかというような、そういうふうにしたら事故が少

なくなったとか、いろんなこういう手当てをやっています。 

 また、信号機等もここはつけたほうがいいのではないかとか、いろんなことが出ると思いますの

で、ぜひそういったことを総点検して、ああ、こういうふうに改善がされたというようなふうにお

願いをしたいというふうに思います。 

 この機会に徹底的に検証していただいて、少しでも改善ができるような、そういうことを要望し

て、１番のこの通学路の安全対策という質問は終わらせていただきます。 

 続きまして、２番目の学校施設の非構造部材の耐震対策についてお尋ねをいたします。 

 学校は、いざ災害が起こったとき、子供たちだけでなく、地域の住民の命を守る重要な防災拠点

となります。それだけに、発生が今懸念されている首都直下型地震とか、私たちでいえば東海地震

とか、そういったときに全国の学校施設の耐震性を高めることが大変必要であるというふうで、本

市でも各学校が耐震化を図られたわけであります。 

 この学校の耐震化については、体育館とか校舎といった構造体の改善が大きく進んだ反面、天井

材とか照明器具、窓ガラスなどの非構造部材の耐震化のおくれが目立っているということがわかっ

てきたわけです。 

 全国の、今、公立小・中学校の耐震化率というのは、今年度末には90％までに達するというふう

に言われていますが、その90％、学校が耐震化ができるというのに対して、非構造部材の耐震化と

いうのは、全公立小・中学校の約30％、これは昨年５月１日の時点ですけれど、３割にも達してい

ないのが現状ということで、この非構造部材は、全体の34.7％に当たる１万校以上で耐震点検すら

行われていないというのが現状であります。 

 そこで、財政難が続く自治体にとっては建物本体の改修に比べて非構造部材の耐震化というのは

後回しになりがちでありますが、東日本大震災のときでも多くの学校で天井や照明、壁などが落下

して避難所として使用できないケースがありました。 

 このように、防災拠点の意味をそのためになさなかったという現実があったわけです。それを踏

まえて、我が党は、早速この非構造部材の耐震点検をすべて完了して、そしてその耐震化率をまず

公表しなさいと、そして点検に係る費用を国で支援する仕組みづくりをするべきであるということ
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で、国の平野文科相のほうへ要請をした結果として、これを受けて文科省は、この５月の末に非構

造部材の耐震対策を推進する調査研究事業をスタートさせたということで、本市にもそういった通

達が来ているんではないかなあというふうに思いますが、今の本市のこの非構造部材の実態、点検

はどのようにされているのか、実際にどうなっているのかということと、それからガラスの飛散防

止フィルムという、地震が起きたときにガラスが割れて、それがけがのもとになったというような

こともありました。前回、地震ではないんですが、竜巻が起きてガラスが割れてという、たまたま

お休みの日だったからよかったというふうに学校関係者がニュースでやっていましたけれども、そ

ういったガラスが割れて飛散しないような、そういったフィルム等もこの非構造部材の中に入れて

やっていただいたらどうかなあというふうに思いますので、そのことについてお尋ねをさせていた

だきます。 

○議長（遠山利美君） 

 答弁を教育委員会事務局長に求めます。 

 教育委員会事務局長 髙橋卓郎君。 

○教育委員会事務局長（髙橋卓郎君） 

 議員の御質問にもありましたとおり、本巣市の学校施設の耐震化対策につきましては、平成19年

度から計画的に学校施設の耐震補強工事を実施し、平成22年度にはすべての小・中学校施設の耐震

補強が完了しているところでございます。 

 一方、議員御指摘の非構造部材の耐震対策につきましては、通達のほうも４月26日付で届いてお

りますので、今年度から小・中学校における学校職員における毎学期の安全点検時に、あわせて非

構造部材の点検も実施しているようにしているところでございます。 

 今後は、専門家による点検を行い、改修が必要になった場合には、国の補助制度を活用し、ガラ

スの飛散防止対策も含めた耐震対策について計画的に取り組んでいきたいと考えておりますので、

よろしくお願いします。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 舩渡君。 

○４番（舩渡洋子君） 

 ありがとうございました。 

 計画的にやっていただけるということですので、一日も早くそういったことが、もし地震とか何

かが起きたときに、ああ、しまったということにならないように、よろしくお願いをいたします。 

 今、お願いをしたガラス飛散防止フィルムというのはガラスが飛び散らないだけではなくて、飛

散防止のことはもちろんなんですけれども、例えば紫外線を完全にカットできたりとか、また赤外

線をカットするという、光熱費とか、そういったところで節電といいますか、省エネ部材としても

今注目をされているということですので、窓をあけたままでは余り意味はなさないかもしれません

が、そういったことも考慮してお願いをしたいと思います。 
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 続きまして、３点目ですけれども、熱中対策にミストシャワーの設置をということでお尋ねをい

たします。 

 ここ近年の猛暑で熱中症で救急搬送されるという報道がたびたびあり、昨年もつくば市の中学生

18人が体育祭の練習中、熱中症と見られる症状で救急搬送されました。 

 そこで、全国では、熱中症対策の１つとして学校にミストシャワーを設置するところがふえてい

ます。ミストシャワーというのは2005年の愛知万博から使用されるようになり、ヒートアイランド

現象の緩和や省エネ対策として注目をされ、全国に広がっています。 

 このミストシャワーは、ミストと散布機を使って水道水を霧状に噴射し、気化熱で周囲の温度を

下げる効果があります。日本で昔から行われている打ち水と同じ原理です。霧は素早く蒸発するた

め、手足や服はぬれず、気温を約３度下げるといいます。水圧を利用し、霧を噴き出すため、電気

を一切使わず、ランニングコストも低く、設置費用も業者によって違いますが、１件2,500円ぐら

いという大変安価でつけることができます。 

 お隣の北方小学校では、校舎から体育館へ行く渡り廊下に20メートルほど設置をされていました。

実際に見に行ってきまして、実際にこのミストシャワーにも、風の強い、ちょっと寒いときでした

けれども、当たってきました。近くに水道の蛇口があればどこでも設置が可能という、そういった

ものです。 

 子供たちや保護者の方からも、運動会や奉仕作業中にとても涼しいと大好評でありました。２年

前からこの北方では導入され、昨年の夏に全小・中学校に設置をされました。大垣市でも、昨年、

幼稚園・保育園に設置をされ、せんだって一緒にこの北方へ行きました海津の同僚議員も、この６

月にそういったことを要望しまして、全小・中学校にミストシャワーをつけてもらえるわというふ

うに言ってみえたんですけれども、本市としても熱中症対策としての導入ができないか、お尋ねを

いたします。 

○議長（遠山利美君） 

 答弁を教育委員会事務局長に求めます。 

 教育委員会事務局長 髙橋卓郎君。 

○教育委員会事務局長（髙橋卓郎君） 

 熱中症対策につきましては、各学校ともに学校保健会の医師の指導も受け、水分、塩分の補給や

規則正しい生活の指導、小まめな休憩の取得などに努めているところです。 

 特に屋外活動の対策としましては、これまでも活動前のグラウンドへの散水や、テント、木陰な

どの日陰の確保に努めてきたところですが、今回、議員が御提案のミストシャワーの設置につきま

しても効果があると伺っておりますので、熱中症対策の工夫の１つとして各学校に早速紹介をさせ

ていただこうと考えております。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（遠山利美君） 

 舩渡君。 
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○４番（舩渡洋子君） 

 ありがとうございました。 

 子供たちも気分転換といいますか、やっぱりすごく喜ばれて、運動して汗だくになっても、その

ミストシャワーを浴びるとしゃきっとして教室へ入っていけるというような、そういった効果もあ

るというふうに実際に取り入れられた校長先生がお話になってみえました。ぜひとも、お金もそん

なにかからないですし、学校のそういった費用だけでできますよみたいなふうにおっしゃってみえ

ましたので、ぜひともそういったことも導入をしていただきたいということを切にお願いをして、

私の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  散会の宣告 

○議長（遠山利美君） 

 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

 明日、６月21日木曜日、午前９時から本会議を開会し、引き続き市政一般に対する質問を行いま

す。 

 本日はこれにて散会いたします。大変御苦労さまでございました。 

午後３時29分 散会  



－９５－ 

 

 

  地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

 

           議     長 

 

 

 

           署 名 議 員 

 

 

 

           署 名 議 員 



－９６－ 

 


